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はじめに 

 
 
 
 
 
 
杉並区では「杉並区男女共同参画行動計画（令和４年度～令和 12年度）」（以

下「行動計画」という。）を令和４年５月に改定し、「誰もが共に認め支え合い い

きいきと輝ける 杉並のまち」を基本理念として５つの取組方針を定め、男女共

同参画社会の実現に向けた取組を推進しています。 
 
行動計画では、５つの取組方針の下に掲げられた 16の取組項目及び 52の事

業を、性別にかかわらず平等に責任や権利、機会を分かち合い、あらゆる物事

を一緒に決めていくジェンダー平等の視点を重視して取りまとめています。 
 
各事業の進捗状況については、毎年度調査を実施し、報告書を公表しています。

区担当課に対する調査の結果に基づき区の男女共同参画に関する施策の庁内推

進組織である「杉並区男女共同参画推進会議」が評価・検証を行い、杉並区男女

共同参画推進区民懇談会からのご意見、区の考え方を合わせて今年度の報告書

を作成しました。 
 
区では、各事業の着実な推進と実行性の確保を図り、行動計画のさらなる推進

に取り組みます。引き続き、区民の皆様をはじめ関係する方々のご理解とご協力

を賜わりますようお願いいたします。 

 
 

令和８年２月 

 

 

         杉並区区民生活部男女共同参画担当 
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１ 行動計画の概要 

（１）計画の位置付け 

○行動計画は、「杉並区基本構想」をはじめとする上位計画を踏まえた個別計画として、男女共同参画

社会の実現に向けた区の基本理念や取組方針と具体的な取組内容等を総合的・体系的に示すもので、

男女共同参画社会基本法第 14条第３項に規定する「市町村男女共同参画計画」となります。 

○また、行動計画の一部は、女性活躍推進法第６条第２項に規定する「市町村推進計画」及び配偶者暴

力防止法第２条の３第３項に定める「市町村基本計画」を包含するものとしています。 

 

      【計画の位置付け】 

 

（２）計画期間 

○令和４年度（2022年度）から令和 12年度（2030年度）までの９年間です。 

○なお、上位計画である「杉並区総合計画」の改定等を踏まえて、所要の改定・見直しを行っていきま

す。 

 

（３）計画の推進体制と進捗管理 

○行動計画の推進にあたっては、区の男女共同参画に関する施策の庁内推進組織である「杉並区男女共

同参画推進会議」（以下「推進会議」という。）のもと、各事業の進捗状況の評価・検証を行います。

また、杉並区男女共同参画推進区民懇談会から、意見を聴取します。 

〇各事業の進捗状況調査の結果は、報告書を作成し、毎年度公表します。 

 ○行動計画の指標の達成度は、３年毎に実施する「男女共同参画に関する意識と生活実態調査」で測り

ます
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２ 進捗状況調査の概要 

（１）調査の目的 

○行動計画を推進し、各事業の着実な推進と実効性の確保を図るため、その取組状況について各担当

課の自己評価を調査し、報告書を公表します。 

 

（２）調査の概要 

①取組項目の点検・評価 

○取組項目の点検は、行動計画で設定されている３年毎の指標への達成度から進捗状況を測ることで

行います。 

○取組項目の評価は、点検した内容を踏まえて成果、課題及びその分析をとらえて行い、そこから見

いだされる次年度以降の方向性と改善策を合わせて記載します。 

 

②事業の点検・評価 

○事業の点検は、各事業の毎年度設定される計画に対する実績への達成度から進捗状況を測ることで

行います。 

〇事業の評価は、点検した内容を踏まえて成果、課題及びその分析をとらえて行い、そこから見いだ

される次年度以降の方向性と改善策を合わせて記載します。 
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（３）報告書の見方 

①取組項目の点検・評価 

取組項目名 ○○○○○○○○ （取組項目を構成する事業数） 

指標 令和３年度 令和６年度 令和９年度 令和 12 年度 

※指標名 

計画   
 

 

実績   
 

 

 

(１)成果と課題・分析 

※取組項目について、指標の達成状況等を踏まえ、成果や課題を記載 

 

(２)取組項目の今後の方向性・改善策 

※取組項目について、今後の方向性・改善策を記載 

  

 

※「令和６年度から令和 12年度の計画値」 

 

※「行動計画改定時・令和６年度の指標の実績値」 
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②事業の点検・評価 

事業№ 事業名 担当課 

(１)事業の概要 

※事業の概要を記載 

(２)計画と実績 

指標 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

※指標名 

計画   
 

 

実績   
 

 

(３)令和６年度の成果と課題・分析 

※令和６年度の事業実施によって得られた成果、課題及びその要因等を記載 

 

(４)令和７年度以降の事業の方向性・改善策 

事業の方向性 ※下記から選択 

※令和７年度以降の事業の方向性や改善策を記載 

 

【事業の方向性は以下のとおり設定しています。】 

事業の方向性 説 明 

拡充 事業規模や内容等の拡大・充実を図り、これまで以上の成果を目指す。 

見直し 
現在の事業規模や内容等を検証し、より効果的・効率的な事業実施を目指し手段や方

法等の見直しを図る。 

現状維持 
現在の事業規模や内容等で十分な効果が得られているため、その成果を維持しつつ引

き続き実施する。 

その他 上記にあてはまらないもの。（事業の廃止、事業統合等） 

  

 

※「令和４年度から令和７年度の計画値」 

 

※「令和４年度から令和６年度の実績値」 
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３ 行動計画の体系    

基本理念 誰もが共に認め支え合い いきいきと輝ける 杉並のまち 

取組方針・取組項目 № 事業名 
掲載 
ページ 

取組方針 1 家庭・職場における男女共同参画とワーク・ライフ・バランスを推進する 

取組項目① 
男性の家事・育児への参画の促進 

1 男性の家事・育児支援講座 9 

2 パパと遊ぼう 10 

再掲 (№3の一部) 出産育児準備教室 13 

取組項目② 
安心して出産と子育てができる環境の充実 

3 安心して妊娠・出産できる環境の整備 12 

4 産後における母子支援の充実 15 

5 子育てを地域で支え合う仕組みづくりの推進 16 

6 地域における子育て支援体制の充実 20 

7 保育施設等の整備・充実 22 

8 多様なニーズに対応した保育サービスの推進 23 

9 学童クラブの整備・充実 25 

再掲 (№49) 特定不妊治療費の助成 81 

再掲 (№50) 不妊相談 82 

取組項目③ 
介護者支援の充実 

10 家族介護者支援事業の充実 27 

11 介護における心の相談 28 

12 ダブルケア等の支援 29 

取組項目④ 
誰もが働きやすい職場づくりの推進 

13 ワーク・ライフ・バランスセミナー 31 

14 事業所への働き方改革に関する情報提供 32 

15 子育てを応援する企業・事業者の取組推進 33 

16 総合評価方式による入札 34 

17 一般事業主行動計画の策定等支援 35 

取組項目⑤ 
就労支援の充実 

18 女性の再就職支援の推進 37 

19 創業支援 38 

20 ひとり親の就業支援 39 

取組方針２ あらゆる分野における女性の参画を拡大する 

取組項目⑥ 
事業所における女性登用の積極的推進 

21 区役所における女性活躍の推進 41 

22 事業所における女性活躍の推進 42 

取組項目⑦ 
意思決定過程への女性の参画促進 

23 
区の審議会等委員における女性の積極的登用の

推進 
44 

24 多様な区民参加手法の推進 45 

取組項目⑧ 
男女共同参画に配慮した防災対策の推進 

25 地域防災における男女共同参画の推進 47 

26 防災会議における男女共同参画の推進 48 

27 女性のための防災講座 49 
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取組方針・取組項目 № 事業名 
掲載 

ページ 

取組方針３ 男女共同参画の意識づくりと多様性への理解を促進する 

取組項目⑨ 
区民・地域に対する男女共同参画の啓発 

28 男女平等推進センター啓発講座 51 

29 男女平等推進センターにおける情報・資料提供 52 

30 男女共同参画啓発事業 53 

31 性的少数者に対する理解の促進 54 

32 地域団体への男女共同参画の意識づくり 55 

取組項目⑩ 
学校教育における男女共同参画の啓発 

33 学校における男女平等教育の推進 57 

34 教職員に対する人権教育研修 58 

取組方針４ 女性に対するあらゆる暴力を根絶する 

取組項目⑪ 
女性に対する暴力を未然に防ぐ意識啓発、
情報提供 

35 配偶者等暴力防止啓発活動の推進 60 

36 若年層に対する暴力防止教育の推進 61 

37 女性のための犯罪被害防止講座 62 

取組項目⑫ 
配偶者暴力等に関わる相談体制の充実 

38 DV専用ダイアル 64 

39 あらゆる暴力・女性問題に対する相談 65 

40 母子・女性・家庭相談 66 

41 子どもと家庭の相談 67 

取組項目⑬ 
配偶者暴力等被害者支援と各種連携の強化 

42 配偶者暴力相談支援センターの運営 69 

43 DV被害者等の安全確保とその他の支援措置 70 

44 母子生活支援施設への入所等支援 74 

45 各種関係機関・庁内関係各課との連携 75 

取組方針５ 女性の健康と生活の困難を支援する 

取組項目⑭ 
ひとり親家庭支援の充実 

46 ひとり親家庭ホームヘルプサービス 77 

47 ひとり親家庭相談 78 

取組項目⑮ 
女性がいきいきと暮らせる健康づくり 

48 心の健康づくりの推進 80 

49 特定不妊治療費の助成 81 

50 不妊相談 82 

51 子宮頸がん・乳がん検診 83 

取組項目⑯ 
女性の生活に関わる相談体制の充実 

52 男女平等推進センター相談事業 85 

計画の推進に向けて 

 

1 特定事業主行動計画の推進 86 

2 在宅勤務型テレワークの推進 87 

3 ハラスメント防止体制の推進 88 

4 男女共同参画意識の啓発と人材育成の推進 89 

5 性的少数者に対する理解の促進 91 
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４ 取組項目の指標達成状況一覧 

取組項目 指 標 行動計画 
改定時 

R6 
計画値 

R6 
実績値 

取組方針１ 家庭・職場における男女共同参画とワーク・ライフ・バランスを推進する 

１ 男性の家事・育児への参画の促進 

家庭内で家事の分担が男性・女性とも同程度に 

なっている割合 

（男女共同参画に関する意識と生活実態調査） 
25.7％ 40.0％ 24.0％ 

２ 安心して出産と子育てができる環境の充実 

子育てが地域に支えられていると感じる人の

割合 

（区民意向調査） 
74.5％ 79.0％ 73.8％ 

３ 介護者支援の充実 

今後も在宅での介護を続けていけると思う人

の割合 

（区民意向調査） 
87.9％ 90.0％ 75.6％ 

４ 誰もが働きやすい職場づくりの推進 

区内事業所においてワーク・ライフ・バランス

に取り組んでいる事業所の割合 

（男女共同参画に関する意識と生活実態調査） 
53.2％ 65.0％ 52.6％ 

５ 就労支援の充実 

就労支援センターの利用により就職が決定し

た人数 

（担当課調査） 
465人 

850 人 

以上 
579 人 

取組方針２ あらゆる分野における女性の参画を拡大する 

６ 事業所における女性登用の積極的推進 

区内事業所における管理職（課長相当職以上）

に占める女性の割合 

（男女共同参画に関する意識と生活実態調査） 
25.4％ 27.0％ 26.1％ 

７ 意思決定過程への女性の参画促進 
区の審議会等における女性委員の登用割合 

（担当課調査） 
36.3％ 40.0％ 37.6％ 

８ 男女共同参画に配慮した防災対策の推進 

区の防災対策において女性の視点が生かされ

ていると感じる人の割合 

（担当課調査） 
－ 70.0％ 51.0％ 

取組方針３ 男女共同参画の意識づくりと多様性への理解を促進する 

９ 区民・地域に対する男女共同参画の啓発 

社会全体で男女が平等になっていると思う人

の割合 

（男女共同参画に関する意識と生活実態調査） 
8.0％ 30.0％ 9.4％ 

10 学校教育における男女共同参画の啓発 

いまの学校のみんななら、協力して、全員が通

うことが楽しくなる学校をつくれると思う児

童・生徒の割合 

（区立学校の児童・生徒を対象とした WEB調査

による（杉並区「意識・実態調査」））※ 

－ 60.0％ 61.2％ 

取組方針４ 女性に対するあらゆる暴力を根絶する 

11 
女性に対する暴力を未然に防ぐ意識啓発、

情報提供 

DV に対する区民の認識（「大声で怒鳴る」行為

を DVと認識している区民の割合） 

（男女共同参画に関する意識と生活実態調査） 
85.1％ 88.0％ 88.2％ 

12 配偶者暴力等に関わる相談体制の充実 
DV 被害者が公的機関に相談した割合 

（男女共同参画に関する意識と生活実態調査） 
19.5％ 30.0％ 20.7％ 

13 配偶者暴力等被害者支援と各種連携の強化 
DV 被害を誰かに相談した被害者の割合 

（男女共同参画に関する意識と生活実態調査） 
21.4％ 24.0％ 21.3％ 

取組方針５ 女性の健康と生活の困難を支援する 

14 ひとり親家庭支援の充実 
ひとり親家庭の相談件数 

（担当課調査） 
5,330件 5,000件 4,017件 

15 女性がいきいきと暮らせる健康づくり 
杉並区女性の 65 歳健康寿命 

（東京保健所長会方式） 
86.7歳 87.3歳 86.7歳 

16 女性の生活に関わる相談体制の充実 
男女平等推進センター一般相談件数 

（担当課調査） 
822 件 900 件 710 件 

※指標の調査項目・調査方法を行動計画改定時から変更している（P56 参照）  
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５ 各取組の進捗状況（担当課評価） 
             

 

 

 

 

 

 

取組項目① 男性の家事・育児への参画の促進（２事業＋再掲１事業） 
 

指 標 令和 3 年度 令和 6 年度 令和 9 年度 令和 12 年度 

家庭内で家事の分担が男性・女性とも同程

度になっている割合 

（男女共同参画に関する意識と生活実態

調査） 

計画 
 

40.0％ 45.0％ 50.0％ 

実績 25.7％ 24.0％   

(１)成果と課題・分析 

「男性の家事・育児への参画の促進」に向けた取組として、男女平等推進センター啓発講座において、「男

性の家事・育児支援講座」を実施した。この講座では、男性を対象とした料理教室や、夫婦間での家事・育

児の分担について考える講座など、令和４年度から令和６年度にかけて計７回の講座を開催し、延べ 289人

の区民が参加した。また、区内全ての子ども・子育てプラザで、主に土曜日と日曜日に「パパと遊ぼう」を

開催し、父親と乳幼児を対象にした遊びのプログラムを実施した。令和４年度には全５施設で計 5,279人が

参加し、その後施設が増加したことに伴い、令和６年度には全７施設で実施し、計 8,898人の区民が参加し

た。さらに、出産育児準備教室は、平日に加え、休日やオンラインでも実施した。講座の最後には、出産後

の集いの場所として子ども・子育てプラザを紹介するなど、受講内容の充実に努めてきた。 

しかし、指標「男女共同参画に関する意識と生活実態調査」（以下「区調査」という。）における「家庭内

で家事の分担が男性・女性とも同程度になっている割合」の令和６年度の実績値は、令和３年度と比較して

1.7 ポイント低下した。指標を年齢別でみると、多くの年代では数値が 20％代にとどまる一方、30 代では

32.2％と比較的高い数値を示している。また、区調査によると、男性の育児休業取得率は令和３年度の

28.7％から令和６年度には 61.3％と大幅に上昇しており、子育て世代における男性の家事・育児への参画

は着実に進んでいることが確認できる。しかし、東京都の令和５年度「男性の家事・育児実態調査」による

と、約８割の男性が家事・育児分担に「満足」と回答する一方、半数以上の女性は「不満」を感じており、

夫婦間における家事・育児分担に対する認識のギャップが浮き彫りとなっている。 

これらのことから、男性の家事・育児へのさらなる参画に向けて、夫婦双方が家事・育児の知識やスキル

を習得することに加え、家事・育児分担に対する認識を共有できるよう夫婦間のコミュニケーションを促し

ていくことが必要と考えられる。 

 

(２)取組項目の方向性・改善策 

男女平等推進センター啓発講座において、男性の家事・育児への参画に関することについてテーマとした

講座を企画・運営する団体を継続して募集する。また、「パパと遊ぼう」では、土・日曜日に限らず平日に

も父親が参加しやすいプログラムを展開し、引き続き家族ぐるみでの利用を促進する。さらに、出産育児準

備教室においては、受講内容の充実に努め、受講率の向上を目指していく。 

これらの取組を通じ、男性の家事・育児への参画の促進に向けた取組を継続する。 

（１）取組方針１ 家庭・職場における男女共同参画とワーク・ライフ・バランスを推進する（20事業） 

〈基本的な考え方〉 

依然として、固定的な性別による役割分担意識が根強く残っている実態を踏まえ、家庭や

職場での意識改革と男女のより良い協働を図ります。出産・子育て環境や介護者支援の充実

に取り組み、これらを通して、家庭・職場における男女共同参画とワーク・ライフ・バラン

スを推進します。 

 

 



- 9 - 

 

１ 男性の家事・育児支援講座 男女共同参画担当 

(１)事業の概要 

男女平等推進センター啓発講座において、区内で活動する地域団体や NPO法人等の企画・運営による「男

性の家事・育児への参画促進」のための講座を実施する。 

(２)計画と実績 

指標 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

①「男性の家事・育児への参画

促進」のための啓発講座数 

②「男性の家事・育児への参画

促進」のための啓発講座の参

加者数 

計画 
①２講座 

②120人 

①３講座

②214人 

①２講座

②112 人 

①１講座 

②72人 

実績 
①２講座 

②76人 

①３講座

②131 人 

①２講座

②82人 
 

(３)令和６年度の成果と課題・分析 

地域団体等の企画・運営により、「子どもと一緒！お父さんのための時短メシ」と「家事育児対話カード

ゲーム『みんなのカジークジー』」の２講座を開催した。「お父さんのための時短メシ」は、定員を超える申

込みがあり、参加者からは「家事や育児の時間が増えた」「子どもと一緒に過ごす時間が増えたことで一緒

に寝てくれるようになった」といった感想が寄せられた。また、「家事育児対話カードゲーム」では、ゲー

ムを通じて夫婦間の家事や育児の分担を見直すきっかけとなり、「今後に活かせそう」との声が寄せられた。

一方で、募集定員に満たない講座もあり、必要とする方に受講していただけるよう、周知方法等の工夫が必

要である。 

 

(４)令和７年度以降の事業の方向性・改善策 

事業の方向性 見直し  

引き続き、男性の育児参加を促進するための知識を学ぶ講座や、料理教室等の実践的な講座の開催を通じ

て、男性の家事・育児への参画を促す。また、区広報、チラシ、区内掲示板、LINE等の多様な広報媒体を効

果的に活用し、講座の周知を図ることで、より多くの方に参加していただけるよう努める。 

 

  



- 10 - 

 

２ パパと遊ぼう 児童青少年課 

(１)事業の概要 

子ども・子育てプラザにおいて、家族ぐるみの利用と父親の育児参画の促進を図るため、土・日曜日の事

業として「パパと遊ぼう」を実施する。 

(２)計画と実績 

指標 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

「パパと遊ぼう」の実施 

計画 実施 実施 実施 実施 

実績 実施 実施 実施  

(３)令和６年度の成果と課題・分析 

子ども・子育てプラザ全７所において、通年で、土・日曜日を中心に父親と乳幼児を対象とした事業を開

催した。当該事業の年間の参加者数は延べ 8,898 人で令和５年度の 8,621 人と比較して微増となった。ま

た、事業を開催していない日に、父子で子ども・子育てプラザを訪れるケースも多く見られるようになり、

父親が乳幼児を連れてプラザに遊びに行くということが徐々に定着してきている。 

 

(４)令和７年度以降の事業の方向性・改善策 

事業の方向性 現状維持  

本事業を継続して実施していくとともに、子ども・子育てプラザで行うその他の事業でも父親の参加を促

していく。また、今後は父子で遊ぶということだけではなく、乳幼児親子同士のつながりを作れるような企

画を通じて、父親の育児参画の更なる促進を図っていく。 

 

 

【再掲】 事業 No３の一部 出産育児準備教室（P13） 
地域子育て支援課 

保健サービス課 
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取組項目② 安心して出産と子育てができる環境の充実（７事業＋再掲２事業） 

指 標 令和 3 年度 令和 6 年度 令和 9 年度 令和 12年度 

子育てが地域に支えられていると感じ

る人の割合 

（区民意向調査） 

計画 
 

79.0％ 82.0％ 85.0％ 

実績 74.5％ 73.8％   

(１)成果と課題・分析 

「安心して出産と子育てができる環境の充実」に関して、これまで、子ども家庭部を中心として、出産・

子育て環境の支援の充実に取り組んできた。 

地域子育て分野では、ゆりかご面接や産後ケア事業などの実施を通じ、妊娠から子育て期の切れ目ない支

援の充実を図ったほか、一時預かり事業等による子育てを地域で支え合う仕組みづくり等を推進してきた。  

保育分野では、希望するすべての子どもが認可保育所に入所できる環境をおおむね実現することができ

たほか、障害児保育や病児保育の充実など多様なニーズに対応した保育サービスの推進に取り組んできた。  

学童クラブの整備・充実では、学童クラブの待機児童を解消するため、小学校内への学童クラブの整備及

び第二学童クラブの整備により学童クラブの受入枠拡大を図ったほか、令和６年度から全学童クラブにお

いて医療的ケアが必要な児童の受入れを開始した。 

その結果、令和６年度には、「今度もこの地域で子育てをしたいと思うと回答した親の割合」（乳幼児健康

診査時アンケート）は 97.6％、保育所利用者の満足度は 93.6％、学童クラブ利用者の満足度は 95.5％（い

ずれも福祉サービスの第三者評価による）となるなど、一定の評価を確認することができた。一方、指標「子

育てが地域に支えられていると感じる人の割合」は、令和６年度の計画値である 79.0％には達してない状

況であることから、引き続き、安心して出産と子育てができる環境の充実に向け、取組をより一層進めてい

く必要がある。 

(２)取組項目の方向性・改善策 

地域子育て分野では、引き続きゆりかご事業やその他の支援事業を効果的に組み合わせ、出産や子育てに

関する身体的、精神的及び経済的負担の軽減に取り組み、妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援の充実

を図っていく。 

保育分野では、引き続き障害児保育や病児保育の充実を図るなど、乳幼児期おける多様なニーズに応じた

保育サービスを推進する。 

学童クラブの整備については、この間の小学校児童数や共働き家庭の増加を踏まえると、今後も学童クラ

ブの需要は一定期間、増加していくことが見込まれるため、学童クラブ受入枠の拡大に向けた検討を進める

とともに、「杉並区子どもの居場所づくり基本方針」に基づく、放課後等居場所事業の全校実施や事業充実

等、学童クラブ待機児童の受け皿にもなる取組を着実に進めるなど、待機児童の解消のため、あらゆる視点

での対策を講じていく。 

これらの取組を通じ、男性の主体的な家事・育児参画を促すための機運の醸成と支援を一層進め、女性の

家事・育児時間の減少や社会に参画するための時間を創出するとともに、男女が仕事と生活を両立すること

に資するよう、「安心して出産と子育てができる環境の充実」の取組を着実に推進していく。 
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３   
安心して妊娠・出産できる環境の整備 地域子育て支援課 

保健サービス課 ①ゆりかご面接 

(１)事業の概要 

全妊婦を対象に、保健師等の専門職が面接を行い、心身の状況や家庭の状況等に応じた区のサービス等を

盛り込んだ支援プランを作成し、妊娠から出産・子育て期まで切れ目のない支援を行う。 

(２)計画と実績 

指標 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

ゆりかご面接を受けた妊婦の数 

計画 4,151人 3,960人 4,009人 ― 

実績 4,128人 3,958人 4,013人  

※計画値は妊娠届出者数、実績値はゆりかご面接実施数を掲載（令和６年度は年度を超えて実施した面接を含むため、実績値

が計画値を上回っている）。 

  

(３)令和６年度の成果と課題・分析 

ゆりかご面接は、妊娠の届出をした妊婦を対象に助産師・保健師等の専門職が面接し、相談等の支援を行

っている。平日に加え、土曜日にも定期的に面接を行い、さらに、オンライン面接の機会も設けることで、

すべての妊婦と面接を実施した。 

 

(４)令和７年度以降の事業の方向性・改善策 

事業の方向性 現状維持  

ゆりかご面接の実施率は過去５年の実績をみても 98％以上の高い水準で推移している。引き続きゆりか

ご面接での情報提供や相談対応を実施し、妊娠期から子育て期まで切れ目ない支援の充実を図る。 
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３ 
安心して妊娠・出産できる環境の整備 地域子育て支援課 

保健サービス課 ②出産育児準備教室 

(１)事業の概要 

妊娠・出産についての正しい知識の普及や仲間づくり、子育てに関する情報提供を行う「母親学級」と、

両親で協力して育児をする動機付け等を図る「パパママ学級」を実施する。 

(２)計画と実績 

指標 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

パパママ学級受講率 
(（受講者実人数÷２）÷妊娠届を提出し

た初産の妊婦のうち出産まで区民だった

妊婦)※ 

計画 56.0％ 57.0％ 57.0％ 55.0％ 

実績 61.6％ 60.4％ 60.4％  

※令和５年度までの受講率は、受講者実人数÷２÷第１子出生数により算出。令和６年度実績から、上述の算出方法に変更。 

令和４年度：受講者実人数：2,642 人 第 1 子出生数：2,145人 

令和５年度：受講者実人数：2,512 人 第 1 子出生数：2,079人 

令和６年度：受講者実人数：2,482 人 妊娠届を提出した初産の妊婦のうち出産まで区民だった妊婦：2,054 人 

 

 

(３)令和６年度の成果と課題・分析 

出産育児準備教室は、平日に加え、休日やオンラインでも実施している。また、講座の最後には、子ども・

子育てプラザを紹介し、出産後の集いの場所として周知を図るなど一部内容も見直し、受講内容の充実に努

めた。 

 

(４)令和７年度以降の事業の方向性・改善策 

事業の方向性 現状維持  

今後も受講内容の充実に努め、受講率の向上を目指す。 
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 ３ 
安心して妊娠・出産できる環境の整備 地域子育て支援課 

保健サービス課 ③妊産婦健康診査等 

(１)事業の概要 

妊産婦及び乳児の死亡率の低下や障害予防に役立てるため、妊産婦健康診査を実施する。また、妊娠中の

歯と口腔の保持増進を図る妊婦歯科健康診査と、産婦の身体的・精神的な健康の保持を目指した産婦健康診

査を実施する。 

(２)計画と実績 

指標 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

妊婦健康診査受診率 

(１回目受診者数÷受診票交付者数)※ 

計画 96.5％ 96.5％ 96.5％ 96.5% 

実績 96.1％ 95.5％ 94.5%  

※ 令和４年度：１回目受診者数：3,990 人 受診票交付者数：4,151 人 
令和５年度：１回目受診者数：3,782 人 受診票交付者数：3,960 人 
令和６年度：１回目受診者数：3,789 人 受診票交付者数：4,009 人 

 

 

(３)令和６年度の成果と課題・分析 

妊婦健康診査受診票の交付者数は例年減少傾向にあったが、令和６年度は令和５年度の 3,960 人から

4,009人へと微増した。また、妊婦健康診査の件数も、令和５年６月に交付枚数を１回分から４回分へ拡充

したことに伴い、令和６年度は令和５年度の 58,674 件から 62,446 件へと増加した。さらに、令和６年 12

月から、低所得妊婦等を必要な支援につなげるため、初回産科受診料の費用助成事業を開始した。 

 

 

(４)令和７年度以降の事業の方向性・改善策 

事業の方向性 拡充  

産婦健康診査は平成 23年度から区独自の制度として開始した。受診時には区が交付する受診票を使用し、

区内の指定医療機関等で受診が可能であった。そのため、区外の医療機関等で産婦健康診査を受診する場合

は助成が適用されず、自己負担が必要となっていた。産婦健康診査の利便性向上のため、令和８年度からは

自治体の区域を超え、都内の医療機関で共通の受診票を使用できる仕組みが検討されている。現在、東京都

と関係機関で協議が進められており、区でも準備を進めている。 
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４ 産後における母子支援の充実 

地域子育て支援課 

子ども家庭支援課 

保健サービス課 

(１)事業の概要 

母体のケアや休養、育児不安の軽減、育児技術の習得等を図るため、心身の不調や育児不安がある母子を

対象に支援する「産後ケア事業」を実施する。 

(２)計画と実績 

指標 令和４年度 令和５年度 令和６年度 
令和７

年度 

産後ケア事業 

要支援家庭産後ケア事業

利用者数（延） 

計画 ― ― ― ― 

実績 

産後ケア事業 

宿泊型：256 人 

日帰り(個別)：449 人 

日帰り(少人数)：905人 

要支援家庭産後ケア事業 

ショート：40 人 

デイ：232 人 

母子訪問：766 人 

産後ケア事業 

宿泊型：411 人 

日帰り(個別)：758 人 

日帰り(少人数)：698人 

要支援家庭産後ケア事業 

ショート：26 人 

デイ：252 人 

母子訪問：443 人 

産後ケア事業 

宿泊型：573 人 

日帰り(個別)：1,601人 

日帰り(少人数)：456人 

要支援家庭産後ケア事業 

ショート：41 人 

デイ：112 人 

母子訪問：572 人 

 

 

 

(３)令和６年度の成果と課題・分析 

産後ケア事業は、令和６年度から利用可能な月齢を６か月未満から７か月未満に延長し、利用回数を日帰

り型については選択制で 10 回にする等、産後ケア事業利用者のサービス向上に取り組んだ。要支援家庭産

後ケア事業は、デイケアの利用者数が減少したが、心身の不調や育児不安などから継続的な支援が必要な産

後の母子に対し、母体のケアや休養、育児不安の軽減、育児技術の習得等を図るため、事業者と連携を図り

ながら適切な支援を実施した。 

 

(４)令和７年度以降の事業の方向性・改善策 

事業の方向性 現状維持  

産後ケア事業は、今後もより一層利用者の増加が見込まれる。質の高いサービス提供を維持していくため

に、国や都の補助金も活用し他自治体の動向も注視しながら、実施施設に対して適正な委託料を検討してい

く。要支援家庭産後ケア事業は、引き続き、支援が必要な母子を対象に、ショートステイ・デイケア及び訪

問による産後ケアを実施し、母体の休養や育児不安の軽減、育児手技の習得等の支援を行う。 
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５ 
子育てを地域で支え合う仕組みづくりの推進 

地域子育て支援課 
①ファミリー・サポート・センター事業 

(１)事業の概要 

短時間の子どもの預かりや保育園等への送迎等、子育て支援が必要な利用会員と、支援ができる協力会員

による相互援助活動を実施する。 

(２)計画と実績 

指標 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

援助活動率 

(活動回数÷依頼件数)※ 

計画 100％ 100％ 100％ 100％ 

実績 87.2％ 87.6％ 87.9％  

※ 令和４年度：活動回数：3,229 回 依頼件数：3,703 回 

令和５年度：活動回数：4,354 回 依頼件数：4,968 回 

令和６年度：活動回数：3,457 回 依頼件数：3,931 回 

 

 (３)令和６年度の成果と課題・分析 

利用会員は 817人、協力会員は 232人、及び利用協力会員は１人となり、令和５年度と比べて減少傾向に

あるため、新規会員の確保が課題となっている。利用者からは「必要な時に利用できない（マッチングする

協力会員がいない）」との声が多く寄せられることから、協力会員の増加を図るため、募集の周知方法等を

検討していく必要がある。 

 

(４)令和７年度以降の事業の方向性・改善策 

事業の方向性 現状維持  

安定した事業運営のため、区公式 SNSを用いた広報活動を展開し、幅広い年齢層に周知することで、引き

続き協力会員の確保に努める。 
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 ５ 
子育てを地域で支え合う仕組みづくりの推進 

地域子育て支援課 
②訪問育児サポーター事業 

(１)事業の概要 

０歳児の子育てに不安や悩みを持つ家庭の希望に応じて、育児経験があり区の研修を受けた訪問育児サ

ポーターが訪問し、保護者の育児のサポートや相談・助言等を行う。 

(２)計画と実績 

指標 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

訪問育児サポーター利用人数 

計画 200人 150人 150人 150人 

実績 85人 138人 78人  

(３)令和６年度の成果と課題・分析 

訪問育児サポーターの利用人数は令和５年度と比較して大きく減少している。紙の案内チラシによる事

業周知の機会が減ったことなどが要因として考えられるため、周知の機会を増やすことが課題である。 

 

 

 

(４)令和７年度以降の事業の方向性・改善策 

事業の方向性 現状維持  

当該事業については、利用人数の減少を踏まえ、引き続きすこやか赤ちゃん訪問時の対面による案内や、

電子媒体の活用など、周知手段の多様化を進める。 
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 ５ 
子育てを地域で支え合う仕組みづくりの推進 

地域子育て支援課 
③一時預かり事業 

(１)事業の概要 

子育て中の保護者のリフレッシュ等を目的として、乳幼児の一時預かりを実施する。 

(２)計画と実績 

指標 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

①一時預かり事業年間延べ利用

者数 

②年間利用稼働率 
(ひととき保育及び子ども・子育てプラ

ザ内一時預かり事業の年間利用総時間÷

年間稼働総時間)※ 

計画 
①16,300人 

②60.0％ 

①19,000人 

②60.0％ 

①21,100人 

②60.0％ 

①21,084人 

②60.0% 

実績 
①17,437人 

②45.6％ 

①19,092人 

②48.8％ 

①17,782人 

②48.5％ 
 

※各施設の稼働率を算出しその平均値を記載しているため、以下算出根拠の数値との差異が生じている。  

令和４年度：年間利用総時間：75,314 時間 年間稼働総時間：165,843 時間 

令和５年度：年間利用総時間：82,461 時間 年間稼働総時間：170,216 時間 

令和６年度：年間利用総時間：79,383 時間 年間稼働総時間：168,840 時間 

 

(３)令和６年度の成果と課題・分析 

令和６年度は、一時預かり事業全体の延べ利用人数は 17,782 人（ひととき保育：8,613 人、プラザ一時

預かり事業：9,169人）となり、稼働率が 48.5％と、令和５年度より減少した。稼働率を高める取組として、

利用者の利便性向上を図るための利用申込みシステムの導入に向けた調整を行った。 

 

(４)令和７年度以降の事業の方向性・改善策 

事業の方向性 見直し  

令和７年度から一時預かり利用申込みシステムを導入し、空き状況の確認やキャンセル待ち機能により

利用枠を有効活用できる仕組みとなった。今後は、区民への利用浸透を図るため、周知徹底と利用促進の取

組を進める。また、利用状況のデータを蓄積・分析し、利用希望の偏在やキャンセルの実態を踏まえた改善

策を講じ、事業の効率的運営につなげていくことが求められる。さらに、令和８年度からこども誰でも通園

制度が開始されることに伴い、既存の一時預かり事業との役割分担や補完関係についてあり方の検討を進

める。 
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 ５ 
子育てを地域で支え合う仕組みづくりの推進 

地域子育て支援課 
④子育て応援券事業 

(１)事業の概要 

「親の子育て力」と「地域の子育て力」を高めることにより、子どもが健やかに育ち、子育てを共に支え

る地域をつくることを目的として、民間事業者等が実施する子育て支援のサービスに利用できる「子育て応

援券」を区内の妊婦及び就学前の子どもがいる家庭に交付する。 

(２)計画と実績 

指標 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

子育て応援券交付当該年度 

利用率 
(当該年度中の応援券利用額÷（当該年

度中の応援券交付額＋当該年度４月 1 日

時点で有効期限内の応援券の残額)）※ 

計画 35.0％ 35.0％ 35.0％ 45.0% 

実績 31.9％ 35.4％ 40.9%  

※令和４年度：利用額：164,459 千円 交付額：515,305 千円 

令和５年度：利用額：153,428 千円 交付額：433,905 千円 

令和６年度：利用額：271,372 千円 交付額：663,430 千円 

 

(３)令和６年度の成果と課題・分析 

令和６年４月からデジタル化の取組として子育て応援券アプリを導入した。これにより１円単位での支

払いや応援券サービス検索が可能となった。また、有償券については、電子申請・キャッシュレス決済を導

入するとともに、これまで年３回に限っていた購入時期をいつでも購入できるよう拡充し、利便性の向上を

図った。一方で、利用者アンケート等では、操作性や機能に関して改善を求める意見が寄せられていること

から、アプリ機能の改善が課題となった。 

 

(４)令和７年度以降の事業の方向性・改善策 

事業の方向性 見直し  

利用者アンケート等を通じて、アプリ機能改善等を求める意見が寄せられている。そのため、利用者及び

事業者を対象としたアンケート結果等を分析し、デジタル化後の効果検証を行い、操作性や利便性向上を目

的としたアプリ機能の改善に取り組む。さらに、デジタル化による利用状況の変化や業務効率化の効果等を

定量的に検証し、必要に応じて見直しを図る。 
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６ 
地域における子育て支援体制の充実 

地域子育て支援課 
①子どもセンター 

(１)事業の概要 

地域の子育て支援情報の提供や、様々な子育て支援サービス・施設の利用に関する相談を行う。 

(２)計画と実績 

指標 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

利用者支援事業実施状況※ 

計画 19,000件 19,000件 19,000件 19,000件 

実績 17,320件 16,651件 17,329件  

※利用者支援事業全体数がわかるよう、令和６年度実績から令和５年度までの指標「相談件数（来所者数＋電話対応数）」に

出張型利用者支援事業参加者数を加え、指標名を「利用者支援事業実施状況」に変更した。 

 

(３)令和６年度の成果と課題・分析 

保健センターや子ども・子育てプラザと連携を図り、地域の身近な相談窓口として、子育て支援サービス

や保育施設等の利用相談・申請受付、情報提供を行うとともに、妊婦や乳幼児親子が集う身近な場所で出張

型利用者支援事業を行い、情報提供等を行った（実施回数：306 回）。保育施設や子育て支援サービスの利

用手続きに電子申請が活用されたこと等により、相談件数（来所・電話）は年々減少傾向にあることから、

母子保健事業の場や地域子育てネットワーク等、様々な機会をとらえ、事業の周知を続ける必要がある。 

 

(４)令和７年度以降の事業の方向性・改善策 

事業の方向性 見直し  

デジタル化の進展等の社会環境の変化や、この間の実績等を踏まえ、より効果的・効率的な実施方法とす

るため、見直しを行う。 

  



- 21 - 

 

 ６ 
地域における子育て支援体制の充実 

児童青少年課 
②子ども・子育てプラザ 

(１)事業の概要 

乳幼児親子同士の交流の機会や安全・安心な遊びの場が提供できるよう、子ども・子育てプラザを区内 14

か所に整備する取組を計画的に進める。 

(２)計画と実績 

指標 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

①子ども・子育てプラザ数 

②子ども・子育てプラザ利用者

数（乳幼児親子） 

計画 
①６所 

②191,000人 

①７所 

②239,000人 

①７所 

②271,000 人 

①７所 

②274,000人 

実績 
①６所 

②205,806人 

①７所 

②260,855 人 

①７所 

②271,467人 
 

(３)令和６年度の成果と課題・分析 

子ども・子育てプラザ７所の運営を行い、乳幼児親子の居場所に加え、子どもの成長や子育てに関する講

座・講習や遊びのプログラムを実施するなど、保護者の子育てを支援することを目的とした事業を行った。 

国が定めた「はじめの 100か月の育ちビジョン」では、乳幼児期の育ちの重要性が掲げられ、地域全体で、

乳幼児の遊びと体験、子育て支援の充実を図っていくことが求められており、今後も乳幼児親子の居場所と

しての機能の充実を図っていく必要がある。 

 

(４)令和７年度以降の事業の方向性・改善策 

事業の方向性 拡充  

令和７年１月に策定した「杉並区子どもの居場所づくり基本方針」に基づき、子ども・子育てプラザは７

地域に１所ずつの整備が完了したこと、存置又は整備する児童館でゆうキッズ事業を継続することにより、

身近な地域で乳幼児親子の居場所を確保していくことなどを踏まえ、各地域２所ずつの整備を目指すこれ

までの考え方を見直し、子ども・子育てプラザ（７所）と児童館を中心に、乳幼児親子の居場所の充実を図

っていく。 
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７ 保育施設等の整備・充実 保育課 

(１)事業の概要 

歳児別・地域別の保育需要に見合った整備に取り組み、引き続き、希望するすべての子どもが認可保育

所※に入所できる環境を実現する。 

※認可保育所…児童福祉法に基づく児童福祉施設で、国が定めた設置基準を満たし都道府県知事に認可された保育所。 

(２)計画と実績 

指標 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

①認可保育所整備率 

(認可保育所定員数÷就学前児童人口)※ 

②保育所入所待機児童数 

計画 
① ―  

②０人 

① ―  

②０人 
  

実績 
①62.6％ 

②０人 

①65.0％ 

②０人 
  

※令和４年度：定員数：14,963 人 就学前児童人口：23,899 人 

令和５年度：定員数：14,895人 就学前児童人口：22,906人 

 

(３)令和６年度の成果と課題・分析 

令和５年度の総合計画・実行計画等の改定の際に、令和５年４月に希望するすべての子どもが認可保育所

に入所できる環境をおおむね実現したことを踏まえ、実行計画事業「保育施設等の整備・充実」を廃止して

いる。本計画においても、総合計画・実行計画との整合を図る観点から、令和５年度末をもって当該事業を

廃止する。 

 

(４)令和７年度以降の事業の方向性・改善策 

事業の方向性 その他  

 

 

 

 

 
 
 
   



- 23 - 

 

８ 
多様なニーズに対応した保育サービスの推進 

保育課 
①障害児保育の拡充 

(１)事業の概要 

障害児保育の需要に応えるため、区立保育園の障害児指定園 15 園のほか、私立保育園を含めた障害児の

受入れを進めるとともに、医療的ケアが必要な児童の受入れの拡充を図る。 

(２)計画と実績 

指標 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

①障害児指定園数 

②障害児保育在籍児童数 

計画 
①15園 

②1,850人 

①15園 

②1,800人 

①15園

②1,900 人 

①15園 

②2,200人 

実績 
①15園 

②1,766人 

①15園 

②1,862 人 

①15園 

②2,169人 
 

(３)令和６年度の成果と課題・分析 

障害児保育については、令和５年度と比較して私立保育園で５園増え、104 園（区立保育園 27 園、私立

保育園 77 園）で実施し、増加している入所希望に対応した。障害児の状況によって保育施設での受入れが

困難なケースがあるため、児童発達支援事業所などの関係機関との連携が求められている。 

医療的ケア児の受入れ拡大に向けて、障害児指定園 15 園のうち２園について、医療的ケア児の種別や年

齢に関わらず受入れを行うため、看護師の採用や備品の購入等の準備を行った。保育施設の利用を希望する

医療的ケア児は今後も増加していくと考えられることから、保育環境や人的配置、指導医の確保、看護師の

スキル向上等を含めて、医療的ケア児の受入れ拡大のための体制を強化していく必要がある。 

 

(４)令和７年度以降の事業の方向性・改善策 

事業の方向性 拡充  

増加している障害児保育の需要に応えるため、区立保育園は障害児指定園 15 園を中心に、その他の区立

保育園や私立保育園で障害のある児童の受入れを行う。また、増加する医療的ケア児については、令和 8年

度から障害児指定園１園から２園程度を対象に訪問看護ステーションを活用した医療的ケア児の受入れの

取組をモデル的に実施し、実施園の拡大に向けて検討する。 
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８ 
多様なニーズに対応した保育サービスの推進 

保育課 
②病児保育 

(１)事業の概要 

病気等で保育施設等に登園できない乳幼児を一時的に預かる。 

(２)計画と実績 

指標 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

①病児保育施設数 

②病児保育室延利用者数 

計画 
①４所 

②3,391人 

①４所 

②3,422人 

①５所 

②3,512人 

①５所 

②5,014人 

実績 
①４所 

②2,971人 

①４所 

②3,841人 

①５所 

②4,078人 
 

(３)令和６年度の成果と課題・分析 

５所目の病児保育室の開設や手足口病等の流行により、令和５年度に比べ病児保育室延利用者数が 237人

増加した。区内５か所の病児保育室を運営することで多様なニーズに応じた保育サービスの提供の推進を

図った。しかし、現在の設置場所が荻窪、西荻窪地域に集中しているため、病児保育室の新規開設を検討す

る際は、可能な限り、地域バランスを考慮する必要がある。電子申請による事前利用登録を促進するととも

に、予約システムを導入して保護者の利便性の向上を図り、地域バランスを考慮した設置ができるよう区内

医療機関や保育園運営事業者への働きかけ等を継続して行うことが必要となる。 

 

(４)令和７年度以降の事業の方向性・改善策 

事業の方向性 拡充  

子どもの急病時に仕事等を休むことができない世帯への支援の必要性等に加え、地域偏在の解消や感染

症流行期における需要と供給のバランスを踏まえ、区内医療機関や保育園運営事業者への働きかけなどを

行い、新たな病児保育室の設置について検討を行う。また、令和６年度から開始した事前利用登録の電子申

請についての周知を図り、これまで電話で受け付けていた病児保育の利用については、インターネット上で

リアルタイムの空き状況の確認や利用予約を可能とする予約システムを令和７年度中に導入し、保護者の

利便性の向上を図る。 
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９ 学童クラブの整備・充実 児童青少年課 

(１)事業の概要 

小学校内に学童クラブを整備していくことを基本としながら、小学校に近接する小学生の放課後等の居

場所の機能等を移転した後の児童館施設や区立施設等のスペースを有効に活用し、待機児童対策の推進と

安全・安心な育成環境の確保に取り組む。また、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアが必要な子

どもが、住み慣れた地域の中で生活を継続できるよう、学童クラブでの受入体制の充実を図る。 

(２)計画と実績 

指標 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

①学童クラブ受入数 

②学童クラブ待機児童数 

計画 
①5,432人 

②200人 

①6,013人 

②150人 

①6,178人 

②100人 

①6,244人 

②100人 

実績 
①5,860人 

②280人 

①6,047人

②388 人 

①6,178人 

②512人 
 

(３)令和６年度の成果と課題・分析 

小学校の増築に合わせた校内育成室のほか、第二学童クラブの整備に取り組み、令和７年４月に向けて 73

人の受入枠の拡大を図ったほか、令和６年度から全学童クラブにおいて医療的ケアが必要な児童の受入れ

を開始した。なお、今後も学童クラブの需要は一定期間増加していくことが見込まれることから、引き続き、

学童クラブ受入枠の拡大に向けた検討を進めるとともに、「杉並区子どもの居場所づくり基本方針」に基づ

く、放課後等居場所事業の全校実施や事業充実等、学童クラブ待機児童の受け皿にもなる取組を着実に進め

るなど、待機児童の解消のため、あらゆる視点での対策を講じていく必要がある。 

 

(４)令和７年度以降の事業の方向性・改善策 

事業の方向性 拡充  

学童クラブを希望する小学生が利用することができるよう、小学校の改築検討にあわせた学童クラブの

整備をはじめ、区有施設のほか民間施設を活用した学童クラブの整備など、引き続き待機児童対策の推進と

「杉並区子どもの居場所づくり基本方針」に基づく、学童クラブの大規模化の解消を含めた、安全・安心な

育成環境の確保に取り組む。また、委託学童クラブを含むすべての区立学童クラブにおいて質の向上を図る

ため、福祉サービス第三者評価の受審や学童クラブ間の連携・情報共有の促進、職員研修の充実などに継続

的に取り組むとともに、大規模学童クラブでの育成環境の向上に向けた取組を検討・実施していく。 

 

 

【再掲】 事業 No49 特定不妊治療費の助成（P81） 健康推進課 

 

【再掲】 事業 No50 不妊相談（P82） 健康推進課 
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取組項目③ 介護者支援の充実（３事業） 

指 標 令和２年度 令和 6 年度 令和 9 年度 令和 12年度 

今後も在宅での介護を続けていけると

思う人の割合 

（区民意向調査） 

計画  90.0％ 90.0％ 90.0％ 

実績 87.9％ 75.6％   

(１)成果と課題・分析 

高齢者を在宅等で介護している方の多様なニーズに対応し、支援を必要とする方へ適切に提供できるよ

う、関係機関への周知に努め、要介護高齢者等を同居で介護する家族への生活援助「ほっと一息、介護者ヘ

ルプ事業」などの取組を推進した。 

介護における心の相談については、「介護者の心の相談窓口」において、令和６年度に 40件の相談を受け

付け、臨床心理士が介護者に寄り添ったアドバイス等を行った。 

ダブルケア等の支援については、ケア 24 や保健センターなどの相談機関からダブルケアを始めとする複

合的な課題を抱える世帯等に関する相談を 408 件受け付けた上で、相談機関のほか精神科医や弁護士等が

参加する支援会議を 124回開催し、支援内容等を検討した。また、困難事例等に関する研修を５回実施し、

職員の対応力向上を図った。 

(２)取組項目の方向性・改善策 

指標「今後も在宅で介護を続けていけると思う人の割合」は、計画値 90.0％に対し実績値 75.6%（対計画

比 14.4%減）と目標を達成できなかったものの、今後も高齢化の進展等に伴い、家族介護者支援事業等のニ

ーズの増加が見込まれることから、引き続き介護者支援の充実を図る必要がある。 

介護における心の相談については、引き続き、「介護者の心の相談窓口」において、臨床心理士による対

面相談により、介護者の心の葛藤を整理しながら負担の軽減を図っていく。 

ダブルケア等の支援については、引き続き、各相談機関からダブルケアを始めとする複合的な課題を抱え

る世帯等に関する相談を受け付けるとともに、精神科医や弁護士等の専門支援員が参加する支援会議の開

催等を通じて各相談機関の対応を支援する。 

 

  



- 27 - 

 

10 家族介護者支援事業の充実 高齢者在宅支援課 

(１)事業の概要 

家族介護者の負担を軽減し、高齢者とその家族が安心して暮らせるよう、①ほっと一息、介護者ヘルプ事

業※1」、②徘徊高齢者探索システム事業※2、③介護用品の支給事業等、区独自の多様な支援を行う。 

※1「ほっと一息、介護者ヘルプ事業」…高齢者を同居で介護している家族の休息やリフレッシュを目的とした支援サービス。区が委託し

た民間事業者がヘルパーを派遣し、生活援助の代行を行う事業。 

※2「徘徊高齢者探索システム事業」…認知症の高齢者が徘徊した時に、ＧＰＳを使用し位置情報を探索し、高齢者の早期発見と介護者の

負担軽減を支援するサービス。 

 

(２)計画と実績 

指標 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

①ほっと一息、介護者ヘルプ事

業利用者数 

②徘徊高齢者探索システム事業

利用者数 

③介護用品の支給事業利用者数 

計画 

①1,950人 

②   70人 

③4,563人 

①1,950人 

②   70人 

③4,563人 

①1,992人 

②   80人 

③4,992人 

①1,992人 

②   80人 

③5,113人 

実績 

①1,982人 

②   75人 

③4,809人 

①2,037人 

②   74人 

③4,856人 

①1,934人 

② 72人 

③5,035人 

 

(３)令和６年度の成果と課題・分析 

「ほっと一息、介護者ヘルプ事業」では令和５年度実績 2,037人に対し令和６年度実績 1,934人（対前年

度比 94.9％）、「介護用品の支給事業」では、令和５年度実績 4,856人に対し令和６年度実績は 5,035人（対

前年度比 103.7％）となり、区独自支援の取組を着実に進めることができた。 

 

(４)令和７年度以降の事業の方向性・改善策 

事業の方向性 現状維持  

高齢者を在宅等で介護している方の多様なニーズに対応し、支援を必要とする方へ適切に提供できるよ

う、関係機関への周知に努め、要介護高齢者等を同居で介護する家族への生活援助「ほっと一息、介護者ヘ

ルプ事業」などの取組を推進していく。 
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11 介護における心の相談 在宅医療・生活支援センター 

(１)事業の概要 

臨床心理士が介護者や関係機関の支援者からの相談を受け、共に考える「介護者の心の相談」を実施し、

介護者の心の葛藤を整理しながら負担の軽減を図る。 

(２)計画と実績 

指標 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

相談件数 

計画 40件 40件 40件 40件 

実績 40件 38件 40件  

(３)令和６年度の成果と課題・分析 

「介護者の心の相談窓口」において、令和６年度に 40 件の相談を受け付け、臨床心理士が介護者に寄り

添ったアドバイス等を行った。 

 

(４)令和７年度以降の事業の方向性・改善策 

事業の方向性 現状維持  

引き続き、「介護者の心の相談窓口」において、臨床心理士による対面相談により、介護者の心の葛藤を

整理しながら負担の軽減を図っていく。 
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12 ダブルケア等の支援 在宅医療・生活支援センター 

(１)事業の概要 

親の介護と育児を同時に行うダブルケアや、障害のある子と認知症の親など、複数の生活課題を抱えた世

帯を支援する各機関からの相談に応じ、世帯全体に対して一体的な支援が行えるよう、関係機関をコーディ

ネートする。 

(２)計画と実績 

指標 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

各相談支援機関から 

在宅医療・生活支援センターへ

の相談件数 

計画 400件 400件 430件 430件 

実績 408件 451件 408件  

(３)令和６年度の成果と課題・分析 

ケア 24 や保健センターなどの相談機関からダブルケアを始めとする複合的な課題を抱える世帯等に関す

る相談を 408件受け付けた上で、相談機関のほか精神科医や弁護士等が参加する支援会議を 124回開催し、

支援内容等を検討した。また、困難事例等に関する研修を５回実施し、職員の対応力向上を図った。 

 

(４)令和７年度以降の事業の方向性・改善策 

事業の方向性 現状維持  

引き続き、各相談機関からダブルケアを始めとする複合的な課題を抱える世帯等に関する相談を受け付

けるとともに、精神科医や弁護士等の専門支援員が参加する支援会議の開催等を通じて各相談機関の対応

を支援する。 
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取組項目④ 誰もが働きやすい職場づくりの推進（５事業） 

指 標 令和 3 年度 令和 6 年度 令和 9 年度 令和 12年度 

区内事業所においてワーク・ライフ・バ

ランスに取り組んでいる事業所の割合 

（男女共同参画に関する意識と生活実

態調査） 

計画  65.0％ 76.0％ 87.0％ 

実績 53.2％ 52.6％   

(１)成果と課題・分析 

「誰もが働きやすい職場づくりの推進」に向けた取組として、毎年度区内事業所等を対象に、男性の育児

休業に関するテーマ等、ワーク・ライフ・バランスに対する認識の向上を目的としたセミナーを開催し、令

和４年度から令和６年度で延べ 116人が参加した。また、産業振興センターにおいて、国や都が作成した働

き方改革に関するチラシ配付を行い事業所への啓発を図るともに、一般事業主行動計画の策定に関する相

談体制を整えることで、事業所への支援を行った。さらに、事業所の取組を促進するため、令和５年度に「子

育て優良事業者表彰」を実施し、１事業者を最優良賞、１事業者を優良賞、２事業者を特別奨励賞として表

彰した。加えて、区が発注する一定規模の建設工事を対象に、総合評価方式による入札を実施し、「子育て

優良事業者表彰」や「次世代育成支援対策推進法」に基づく認定及び「東京ライフ・ワーク・バランス認定

企業制度」の認証を受けた場合を加点対象とすることで、事業所による取組の促進を図った。 

しかし、指標「男女共同参画に関する意識と生活実態調査」（以下「区調査」という。）における「区内事

業所においてワーク・ライフ・バランスに取り組んでいる事業所の割合」の令和６年度の実績値は令和３年

度と比較して 0.6 ポイント低下した。指標を事業所規模別にみると、事業所の規模が小さくなるほどワー

ク・ライフ・バランスの取組が進んでいない傾向が見受けられる。区調査によると、ワーク・ライフ・バラ

ンスの取組が進んでいない主な理由として、「代替要員の確保が困難だから」「特に問題はないから」「取組

のノウハウが不足しているから」との回答が上位となっている。また、国や都、区が実施しているワーク・

ライフ・バランスを支援するための制度について、「知らない」と回答した事業所が約６～７割に上り、制

度の周知が十分でない現状も浮き彫りになっている。さらに、「一般事業主行動計画」の策定状況について

も、未策定の事業所が６割を超えていることが課題である。 

これらのことから、誰もが働きやすい職場づくりを推進するためには、事業所の取組を促進するための啓

発活動に加え、ワーク・ライフ・バランスを推進するための制度を広く周知する等、事業所への支援を継続

的に行う必要があると考えらえる。 

 

(２)取組項目の方向性・改善策 

誰もが働きやすい職場づくりの推進するため、セミナー開催や啓発リーフレット配布等を通じ、ワーク・

ライフ・バランスの重要性や具体的な取組方法、支援制度に関する情報提供を継続的に行い、事業所への啓

発を行う。また、産業振興センターにおいて、一般事業主行動計画の策定に関する相談支援体制を確保し、

事業所への支援を継続して実施する。さらに、事業者による子育てしやすい職場環境整備や国や都に加え区

も促進しているワーク・ライフ・バランスの実現を目指して、「子育て優良事業者表彰」を隔年で実施する。

また、総合評価方式による入札を継続することで、事業所による取組の促進を図る。 
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13 ワーク・ライフ・バランスセミナー 
男女共同参画担当 

産業振興センター 

(１)事業の概要 

中小企業の事業主や労務担当者等を対象に、仕事と生活の調和に関する意識啓発を主眼とした講演会等

を実施することにより、事業所側のワーク・ライフ・バランスに対する認識を高め、男女共に多様で柔軟な

働き方を選択できる環境づくりを促す。 

(２)計画と実績 

指標 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

ワーク・ライフ・バランス 

セミナーの参加者数 

計画 50人 80人 80人 80人 

実績 35人 57人 24人  

(３)令和６年度の成果と課題・分析 

様々なバックグラウンドを抱えた人たちが、それぞれに合った柔軟な働き方を選択することを踏まえ、東

京都労働相談情報センターとの共催により、「育児中・介護中などの部下をもつマネージャーのチームづく

り（心理的安全性、属人化させない仕組みづくりなど）」セミナーを開催した。サポートし合える信頼づく

りや誰が休んでも業務が回る仕組みづくりの方法をグループワークで学び、参加者の９割以上から「参考に

なった」等の肯定的な評価を得ることができた。一方で、申込者に対して参加者が５割程度であることから、

参加率向上のための改善策を検討する必要がある。 

 

(４)令和７年度以降の事業の方向性・改善策 

事業の方向性 現状維持  

引き続き、東京都労働相談情報センターとの共催等により、育児や介護、働き方改革に関する事項等に関

して、中小企業の事業主や労務担当者向けのセミナーを開催し、区内事業者がワーク・ライフ・バランスを

推進する上で有益な情報が提供できるよう努める。 
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14 事業所への働き方改革に関する情報提供 
産業振興センター 

男女共同参画担当 

(１)事業の概要 

区内事業所や労働者に対して、多様な働き方や長時間労働の見直し等、働き方改革に関する情報提供を行

う。また、男性従業員の育児・介護休業の取得が推進されるよう、国・都が実施する様々な両立支援制度の

周知を図る。 

  

(２)計画と実績 

指標 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

啓発活動の実施 

計画 実施 実施 実施 実施 

実績 実施 実施 実施  

(３)令和６年度の成果と課題・分析 

国・都が作成したチラシを産業振興センター及び就労支援センターにおいて配架したほか、区が実施して

いる異業種交流会で配付するなど、働き方改革や育児・介護休業について情報提供を行った。 

 

(４)令和７年度以降の事業の方向性・改善策 

事業の方向性 現状維持  

引き続き、中小企業の管理職や事業主等へ働き方改革の推進に向けて、産業振興センター及び就労支援セ

ンター等において、「杉並区ワーク・ライフ・バランス推進ハンドブック」等を活用し周知・啓発を図る。 
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15 子育てを応援する企業・事業者の取組推進 子ども家庭部管理課 

(１)事業の概要 

区内事業者の子育て支援に関する取組を推進するため、従業員の仕事と家庭の両立支援や地域の子育て

支援に積極的に取り組み、成果を挙げている事業者を表彰する「子育て優良事業者表彰」を実施し、その取

組内容等を公表・周知する。 

(２)計画と実績 

指標 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

子育て優良事業者表彰受賞 

事業者数 

計画 ― ６ ― ６ 

実績 ― ４ ―  

(３)令和６年度の成果と課題・分析 

「子育て優良事業者表彰」は、隔年実施の事業であり、令和６年度は令和７年度の実施に向けて、杉並区

内の町会や事業者に対して、事業の周知活動を行った。 

 

(４)令和７年度以降の事業の方向性・改善策 

事業の方向性 現状維持  

事業者による子育てしやすい職場環境整備や、国や都に加え区も促進しているワーク・ライフ・バランス

の実現を目指して、引き続き子育て支援制度等を事業者へ周知していき、表彰に向けた募集を隔年で実施す

る。 
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16 総合評価方式による入札 経理課 

(１)事業の概要 

区が発注する一定規模の建設工事を対象に、区の子育て優良事業者表彰を受けている場合や次世代育成

支援対策推進法に定める認定を受けている場合に、総合評価の加点対象とする入札方式を適用する。 

(２)計画と実績 

指標 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

総合評価方式による入札実施 

件数 

計画 実施 実施 実施 実施 

実績 29件 37件 53件  

(３)令和６年度の成果と課題・分析 

令和６年度には、新たな評価項目として、女性技術者を配置する場合や「東京ライフ・ワーク・バランス

認定企業制度」による認証を受けた場合を加点対象とし、男女共同参画の促進を図った。実際に、女性技術

者を配置することで加点対象となった案件が確認されたことから、この取組が一定の周知効果をもたらし

ていると考えられる。 

 

(４)令和７年度以降の事業の方向性・改善策 

事業の方向性 現状維持  

引き続き制度を実施し、男女共同参画の促進を図る。 
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17 一般事業主行動計画の策定等支援 産業振興センター 

(１)事業の概要 

法改正等を踏まえ、区内事業者に対して、産業関係団体と連携して「一般事業主行動計画」の策定及び改

定を促すとともに、国や東京都による支援制度の活用等を図りながら、同計画の策定及び改定を支援する。 

(２)計画と実績 

指標 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

啓発活動の実施 

計画 実施 実施 実施 実施 

実績 実施 実施 実施  

(３)令和６年度の成果と課題・分析 

一般事業主行動計画の策定等が義務付けられているのは、従業員 101人以上の事業者であることから、多

くが小規模事業者である区内事業者は、計画策定が努力義務となっているが、事業者の計画策定の意識を高

めるため、周知の取組や支援窓口の設置などの啓発活動を行っている。これらの啓発活動を令和６年度も継

続して実施したが、計画の認知度向上については、課題ととらえている。 

 

(４)令和７年度以降の事業の方向性・改善策 

事業の方向性 見直し  

一般事業主行動計画の内容とこれを策定すべきことについて、より多くの事業者に周知することが課題

であることから、引き続き、産業振興センターにおいて相談支援体制を確保しつつ、産業団体と連携して周

知・啓発をしていく。また、さらなる周知・啓発を図るため、毎年行っている都と共催のセミナーにおいて

「一般事業主行動計画の策定」をテーマとして実施するとともに、SNS等も活用しながら、より関心が高ま

るような周知方法の見直しを図っていく。 
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取組項目⑤ 就労支援の充実（３事業） 

指 標 令和２年度 令和 6 年度 令和 9 年度 令和 12年度 

就労支援センターの利用により就職が

決定した人数 

（担当課調査） 

計画  850人以上 850人以上 850人以上 

実績 465人 579人   

(１)成果と課題・分析 

就職決定者数は、令和４年度は 495人、令和５年度は 545人、令和６年度は 579人と、計画値には達して

いないものの、徐々に増加傾向となっている。利用が増えているシニア層に向けた就職準備セミナーの充実

や、就労支援センターの実施事業や就職相談面接会などのイベント等の周知を、就労支援センターホームペ

ージや区公式 X、Facebook などの SNS からのオンライン予約の活用に取り組んだことが参加者数の増加に

繋がったと分析している。 

(２)取組項目の方向性・改善策 

引き続き、利用が増えているシニア層に向けたサービスの充実や、ハローワークや福祉関係機関等と連携

した就労準備相談、就職準備セミナー、就職相談面接会などのイベントに取り組むとともに、様々な広報媒

体を活用した周知強化に取り組んでいく。 
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18 女性の再就職支援の推進 
男女共同参画担当 

産業振興センター 

(１)事業の概要 

子育てや介護で仕事を離職した女性など、就労を希望する女性を対象として、公益財団法人東京しごと財

団との共催による女性再就職支援セミナーを開催し、女性のニーズに応じた再就職を支援する。 

(２)計画と実績 

指標 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

女性再就職支援セミナーの 

参加者数 

計画 50人 100人 100人 100人 

実績 26人 106人 122人  

(３)令和６年度の成果と課題・分析 

東京しごとセンターとの共催により、都内の各地で展開されている「女性しごと応援キャラバン」を杉並

区でも２回にわたり開催した。１回目は「面接に役立つ！ マナーとコミュニケーション」をテーマに 55人

が参加し、２回目は「今の自分ができること、やりたいこと 自己理解・自己 PRのポイント」をテーマに 67

人が参加した。講座後のアンケートでは、いずれの講座も９割以上の参加者から「とても満足」「満足」と

の評価を得る結果となり、女性のニーズにあった情報を提供することができた。 

 

(４)令和７年度以降の事業の方向性・改善策 

事業の方向性 現状維持  

引き続き、東京しごとセンターとの共催によるセミナーの開催等、求職者のニーズに応じた再就職支援を

継続する。求職者にセミナーの情報が届くよう、チラシ、区広報、ホームページ等様々な媒体を活用し、積

極的な周知に努める。 
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19 創業支援 産業振興センター 

(１)事業の概要 

女性・若者等の創業を希望する人を対象に、起業に係る各種手続きや資金計画の立て方を学ぶセミナーを

実施する。また、起業・創業した方の経験から学ぶワークショップ等を実施し、創業後の順調な発展につな

がる支援の充実を図る。 

(２)計画と実績 

指標 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

セミナー参加者数 

計画 40人 40人 40人 40人 

実績 34人 37人 40人  

(３)令和６年度の成果と課題・分析 

産業競争力強化法による認定を受けた「創業支援事業計画」に基づく事業となっており、条件を満たすこ

とで「特定創業支援等事業を受けたことによる優遇措置」を受けることができるものである。６月、10 月

の年２回開催だが、いずれも定員を超える申込みがあり、終了後のアンケートでも満足度は 100%に近い状

況である。２回合計で 40人の募集に対して参加者は 40人で、出席率も高く、内容、需要ともに受講者の希

望にかなっているものと思われる。 

 

(４)令和７年度以降の事業の方向性・改善策 

事業の方向性 現状維持  

「特定創業支援等事業を受けたことによる優遇措置」を受けるための条件を満たすことを目的とするた

め、実施内容の大幅な変更は難しい。現在は実施曜日・時間が２回同一なので、このスケジュールでは参加

できない潜在的ニーズに対応する必要性を考慮し、実施回数や開催日程・時間の変更等の必要性及び実現性

を検討する。 
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20 ひとり親の就業支援 子ども家庭部管理課 

(１)事業の概要 

就労機会の拡大と生活の安定に寄与する資格の取得を目指すひとり親に対し、生活費や受講費用の負担

軽減のための給付金を支給することにより、就労自立を支援する。 

(２)計画と実績 

指標 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

高等職業訓練促進給付金等 

支給者数 

計画 17人 21人 21人 19人 

実績 ８人 ９人 ９人  

(３)令和６年度の成果と課題・分析 

国の制度改正に基づき、給付金支給対象者の所得要件を拡充した。また、相談者から就業経験や生活状況、

希望等を丁寧に聞き取るとともに労働市場の状況を勘案しながら、安定就労に繋がりやすい資格の取得を

促した。対象要件等を理由に事業が利用できない方に対しては、ハローワークの職業訓練や給付金制度の紹

介を行い、就労自立につながるよう支援した。そのほか、ひとり親に係る手当の資格更新の際に、就労支援

の案内を同封するなど、周知を図った。 

 

(４)令和７年度以降の事業の方向性・改善策 

事業の方向性 拡充  

一部の指定講座においては、講座修了後に給付金を一括支給する方法から、受講中の６か月ごとに支給す

る方法へ変更して対象者の利便性の向上を図る。また、同講座の修了後１年以内に資格取得し就職した場合

には、受講費用の一部を支給する。引き続き、積極的な情報提供を行い、事業の周知に取り組み、ひとり親

またはその子どもが、制度を利用して就業し、その後安定した仕事に就き就労自立を果たせるように支援す

る。 
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取組項目⑥ 事業所における女性登用の積極的推進（２事業） 

指 標 令和 3 年度 令和 6 年度 令和 9 年度 令和 12年度 

区内事業所における管理職（課長相当職

以上）に占める女性の割合 

（男女共同参画に関する意識と生活実

態調査） 

計画  27.0％ 28.5％ 30.0％ 

実績 25.4％ 26.1％   

 

(１)成果と課題・分析 

「事業所における女性登用の積極的推進」に向けた取組として、令和４年度から令和６年度にかけて、女

性を含むすべての人が働きやすい職場づくりを促進することを目的に、区内事業所等に向けてワーク・ライ

フ・バランスの重要性や、行政の支援制度を紹介する啓発冊子等の配布を通じた情報提供を継続して行っ

た。また、区においては、女性職員のキャリア形成支援対策として、次の（１）から（３）などの対策を講

じ、女性登用の促進に努めた。 

（１）自律的なキャリア形成の実現に向けた意識を高めるため研修を行う。 

（２）管理職選考試験当日の一時保育実施のほか、負担が少ない前倒し・分割の受験方式、Ⅱ類選考等につ

いて周知する。 

（３）管理職から所属職員への積極的な昇任勧奨を推進する。 

その結果、指標「男女共同参画に関する意識と生活実態調査」（以下「区調査」という。）における「区内

事業所における管理職（課長相当職以上）に占める女性の割合」の令和６年度の実績値は、令和３年度と比

較して 0.7 ポイント上昇した。また、区役所の管理職における女性割合の実績は、令和３年度の 21.2％か

ら令和４年度は 18.4％となり、下降傾向にあったが、令和５年度には 20.2％と上昇に転じ、令和６年度に

は 23.4％と大きく上昇した。しかし、区役所、区内事業所ともに女性管理職の割合は計画値には達してい

ない状況であり、更なる女性登用の促進に向けた取組の強化が求められる。 

 

(２)取組項目の方向性・改善策 

事業所における女性登用の推進に向けて、啓発冊子の配布等を通じた情報提供を継続し、区内事業所に対

して、女性を含むすべての人が活躍しやすい職場づくりを促進する働きかけを行う。また、区における女性

職員のキャリア形成支援対策としては、今後も上記（１）から（３）の対策を継続して行い、女性職員の登

用に努める。 

これらの取組を通じ、事業所への働きかけを継続するとともに、区自らも女性の登用を率先して進め、事

業所における女性登用の促進に向けて積極的に取り組んでいく。 

  

（２）取組方針２ あらゆる分野における女性の参画を拡大する（７事業） 

〈基本的な考え方〉 

あらゆる分野で男女が共に活躍できる環境づくりの推進を図るため、未だ十分とは言えな

い、事業所における女性登用や意思決定過程への女性参画を拡大します。 
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21 区役所における女性活躍の推進 人事課 

(１)事業の概要 

女性職員の活躍推進につながる研修等によるキャリアアップ支援を行い、管理職に占める女性職員の割

合を増やす。また、男性職員の育児に関する休暇・休業の取得を促進し、女性が働きやすい環境づくりを進

める。 

(２)計画と実績 

指標 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

管理職及び係長級に占める 

女性職員の割合 

計画 
管理職：30.0％ 

係長級：50.0％ 

管理職：30.0％ 

係長級：50.0％ 

管理職：30.0％ 

係長級：50.0％ 

管理職：30.0％ 

係長級：50.0％ 

実績 
管理職：18.4％ 

係長級：43.8％ 

管理職：20.2％ 

係長級：46.1％ 

管理職：23.4％ 

係長級：47.3％ 
 

(３)令和６年度の成果と課題・分析 

管理職における女性割合の実績は、令和３年度の 21.2％から令和４年度は 18.4％となり、下降傾向にあ

ったが、令和５年度には 20.2％と上昇に転じ、令和６年度には 23.4％と大きく上昇した。また、係長級に

占める女性職員の割合は、令和３年度の 43.8％から令和６年度の 47.3％と徐々に上昇している。 

今後も、女性管理職及び係長級に占める女性職員の割合を高めていくことが課題と考えている。 

 

(４)令和７年度以降の事業の方向性・改善策 

事業の方向性 拡充  

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成 27 年）」の成立を機に、杉並区では平成 28 年

４月に「杉並区職員子育て支援・女性活躍推進行動計画」、令和３年４月に「杉並区職員ワーク・ライフ・

バランス推進プラン」を策定した。 

現在の計画は、女性職員のキャリア形成支援対策として、次の（１）から（３）などの対策を講じており、

今後もこれらの対策を積極的に行い、更なる割合実績の向上に努める。 

（１）自律的なキャリア形成の実現に向けた意識を高めるため研修を行う。 

（２）管理職選考試験当日の一時保育実施のほか、負担が少ない前倒し・分割の受験方式、Ⅱ類選考等につ

いて周知する。 

（３）管理職から所属職員への積極的な昇任勧奨を推進する。 

 

  



- 42 - 

 

22 事業所における女性活躍の推進 男女共同参画担当 

(１)事業の概要 

職場における固定的な性別による役割分担意識や仕事のやり方を見直し、女性が活躍しやすい職場づく

りに向けた意識改革や風土の改善を促進するため、区内事業所に対して啓発冊子の配布等による働きかけ

を行う。 

 

(２)計画と実績 

指標 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

啓発活動の実施 

計画 実施 実施 実施 実施 

実績 実施 実施 実施  

(３)令和６年度の成果と課題・分析 

区内事業所等に対して、ワーク・ライフ・バランスの重要性や行政が提供する支援制度等を周知すること

を目的として、「ワーク・ライフ・バランス推進ハンドブック」を 2,000 部発行し、区立施設への配架等を

通じて働きかけを行った。令和６年度は、ハンドブックの内容を更新し、新たにテレワークに関する支援制

度等について掲載した。 

令和６年度「男女共同参画に関する意識と生活実態調査」（以下「区調査」という。）では、ワーク・ライ

フ・バランスに取り組んでいる事業所の割合（「既に十分に取り組んでいる」と「取り組んでいるが不十分」

の合計）は 52.6％にとどまっている。また、ワーク・ライフ・バランス等の推進を支援する各種制度の認知

状況について、「知らない」と回答した事業所が６～７割に上り、制度の周知が課題となっている。 

 

(４)令和７年度以降の事業の方向性・改善策 

事業の方向性 現状維持  

区調査では、事業所における女性の活躍を促進するための支援策として、子どもを預けられる環境整備の

ほか、働き方改革に対する取組の支援等が求められている。今後も啓発冊子の配布等を通じて、ワーク・ラ

イフ・バランスの重要性や働き方改革に関連する行政の支援制度について広く情報提供を行い、女性を含む

すべての人が活躍しやすい職場づくりに向けた働きかけを継続して実施していく。 
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取組項目⑦ 意思決定過程への女性の参画促進（２事業） 

指 標 令和２年度 令和 6 年度 令和 9 年度 令和 12年度 

区の審議会等における女性委員の登用

割合 

（担当課調査） 

計画  40.0％ 45.0％ 50.0％ 

実績 36.3％ 37.6％   

(１)成果と課題・分析 

「意思決定過程への女性の参画促進」に向けた取組として、令和４年度から令和６年度にかけて、審議会

等における女性委員の登用割合の向上を目指し、審議会を所管する各課に対して通知文の送付等を通じた

働きかけを継続的に実施した。また、ワークショップや意見交換会等の開催機会を増やし、性別や世代を問

わず区民の意見を聴取したことで、より幅広い意見を区政へ反映することができた。 

指標「区の審議会等における女性委員の登用割合」は、令和２年度と比較して 1.3ポイント上昇したが、

計画値である 40.0％には達していない状況である。審議会等の委員に女性が増えない主な要因として、委

員推薦を依頼する団体における役職者の男性比率が高く、その役職者の中から推薦されることで、男性が多

く選出される傾向にあることが挙げられる。意思決定過程への女性の参画をさらに促進するためには、関係

機関の役職者に女性が増えることや、役職者に限定せず、幅広く委員を推薦していただくことが重要であ

る。また、関係機関における女性登用の促進に向けた理解や取組が不可欠であると考えられる。 

(２)取組項目の方向性・改善策 

審議会等の委員への女性登用をさらに推進するため、審議会等における女性の参画状況の調査や各所管

課への働きかけを継続的に行う。また、引き続きあらゆる性別・世代の声を公平に取り入れることを目的と

して、より区民が参加しやすい様々な手法を活用し、区政への区民参加を推進していく。 

これらの取組を通じ、女性の意思決定過程への参画を促進し、性別を問わず多様な視点を取り入れた区政

の運営に向けて取り組んでいく。 
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23 区の審議会等委員における女性の積極的登用の推進 男女共同参画担当 

(１)事業の概要 

区政における政策・方針の意思決定過程に女性の参画を進めるため、審議会等における女性委員の登用を

推進する。 

(２)計画と実績 

指標 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

審議会等における女性委員の 

登用割合 

計画 40.0％ 40.0％ 40.0％ 45.0％ 

実績 34.1％ 36.4％ 37.6％  

(３)令和６年度の成果と課題・分析 

各所管課に対して、審議会等の委員に女性を積極的に登用するよう依頼する文書を通知した。また、令和

６年度は各所管課の取組をより一層促進することを目的として、審議会等への女性登用の意義等を伝える

内容のチラシを作成し、通知に添付した。女性委員の登用割合は計画値である 40.0％には達していないも

のの、年々増加傾向にあり、これまでの取組の効果が徐々に現れていることがうかがえる。 

 

(４)令和７年度以降の事業の方向性・改善策 

事業の方向性 現状維持  

審議会等委員への女性の登用を推進するため、各所管課への働きかけを継続して行う。特に、女性委員の

割合が著しく低い審議会等については、個別に働きかけを行うなど、女性委員の登用促進に向け積極的に取

り組む。 
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24 多様な区民参加手法の推進 企画課 

(１)事業の概要 

より多くの区民が地域の課題を共有し、議論できる機会を増やしていくため、性別・年齢等のバランスを

考慮した上で無作為に抽出された区民による意見交換会のほか、ワークショップ、オープンハウスなどの手

法を活用し、女性を含む多様な区民の区政参加を促進する。 

(２)計画と実績 

指標 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

無作為抽出により参加者を募集

する区民意見交換会のほか、ワ

ークショップ等に参加した女性

の比率 

計画 ― ― ― ー 

実績 51.4％ 51.1％ 52.9%  

 (３)令和６年度の成果と課題・分析 

基本構想の実現に向けて、区民懇談会「すぎなみちょこっトーク」を２回開催した。参加者は延べ 17 人

で、うち女性が９人と、男女の比率はほぼ同数であった。活発な意見交換が行われ、さまざまな視点からの

意見を伺うことができた。参加者アンケートには「区政が身近に感じられた」「色々な世代の意見を聞くこ

とができた」という声があった。その他のワークショップや意見交換会等においても、無作為抽出による参

加者選定により、男女の意見をバランスよく聴取することができた。 

 

(４)令和７年度以降の事業の方向性・改善策 

事業の方向性 現状維持  

区民の声をまちづくりに反映するため、「（仮称）デザイン会議」や「聴っくオフ・ミーティング」などの

対話の場を設け、男女を問わず、幅広い世代からの区民の区政参加を促進し、より魅力的で住みやすい地域

づくりを目指す。 
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取組項目⑧ 男女共同参画に配慮した防災対策の推進（３事業） 

指 標 令和 3 年度 令和 6 年度 令和 9 年度 令和 12年度 

区の防災対策において女性の視点が生

かされていると感じる人の割合 

（担当課調査） 

計画  70.0％ 80.0％ 90.0％ 

実績 - 51.0％   

(１)成果と課題・分析 

「男女共同参画に配慮した防災対策の推進」について、毎年実施している女性の視点を踏まえた防災リー

ダー養成講座や女性用備蓄セット（防犯ブザー・メイク落とし等）を令和５年度から３か年計画で備蓄する

などの取組を進めている。また、「防災会議における男女共同参画の推進」についても、令和５年度から委

員委嘱依頼文に女性の推薦を促す文言を加えるなど女性委員の参画に向けた取組を行っている。 

しかし、指標「区の防災対策において女性の視点が生かされていると感じる人の割合」については、半数

を超えたものの、目標値に到達することはできなかった。区では、男女共同参画に配慮した防災対策は進め

ているが、上記の取組を区民へ周知する機会が限られており、計画値を達成することができなかったと分析

する。 

(２)取組項目の方向性・改善策 

今後、計画値を達成するために、女性の視点を踏まえた防災リーダー養成講座や女性用備蓄セット（防犯

ブザー・メイク落とし等）の備蓄を継続するとともに、上記の取組について震災救援所運営連絡会などで周

知を行うなど、啓発活動により一層取り組んでいく。また、防災リーダー養成講座については、講義型の講

座だけでなく、ワークショップ等を用いた参加型の講座を取り入れるなど、参加者の満足度をより高めるよ

うに検討する。 
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25 地域防災における男女共同参画の推進 防災課 

(１)事業の概要 

災害時に避難生活の場となる震災救援所のあり方や備蓄品の確保に、女性の視点を取り入れるための取

組を進める。 

(２)計画と実績 

指標 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

区の防災対策において女性の視

点が生かされていると感じる人

の割合 

計画 70.0％ 70.0％ 70.0％ 80.0％ 

実績 49.0％ 49.0％ 51.0％  

(３)令和６年度の成果と課題・分析 

初めて半数以上の数値を達成することができたものの、計画値である 70.0％を達成することはできなか

った。アンケート調査の回答内容などから、防災対策に女性の視点を取り入れることの必要性は理解してい

るものの、十分に取り入れられていないと感じている人が多いと分析する。 

 

(４)令和７年度以降の事業の方向性・改善策 

事業の方向性 現状維持  

今後も女性の視点を踏まえた備蓄品を拡充するほか、女性の視点を踏まえた防災リーダー養成講座など

の担い手を増やす取組を実施し、震災救援所運営における男女共同参画の取組を連絡会や訓練等を通じて

周知・啓発を図っていく。 
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26 防災会議における男女共同参画の推進 防災課 

(１)事業の概要 

防災に関する政策や方針の意思決定過程に女性視点での意見が反映できるよう、防災会議委員における

女性の参画を促進する。 

(２)計画と実績 

指標 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

防災会議における女性委員の登

用割合 

計画 15.6％ 30.0％ 30.0％ 30.0% 

実績 12.5％ 12.1％ 21.2%  

(３)令和６年度の成果と課題・分析 

防災会議を構成する女性委員の人数は３人増加したため、前年度より割合が約９％上昇した。依然として

防災会議委員は各種団体における組織の長が推薦されることが多いが、委員委嘱の際に女性委員の推薦を

促進したため、女性委員の増加につながった。 

 

(４)令和７年度以降の事業の方向性・改善策 

事業の方向性 現状維持  

引き続き、防災会議委員委嘱の際に女性を含めた委員の推薦をお願いする文言を依頼文に追加し、女性委

員の参画を促していく。 
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27 女性のための防災講座 防災課 

(１)事業の概要 

女性の視点を踏まえた災害対策を学び考える講座を開催し、災害時に女性の視点で活躍できる人材育成

を図る。 

(２)計画と実績 

指標 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

女性向けの防災講座の開催回数 

計画 1回 1回 1回 1回 

実績 1回 1回 1回  

(３)令和６年度の成果と課題・分析 

令和５年度は防災市民組織関係者に対象を限定して講座を実施したが、令和６年度は対象を区内在住、在

勤、在学の方に拡大して講座を実施し、延べ 120人、うち女性 91人が参加した。アンケートの結果、講座

内容が「非常に良かった」または「良かった」と回答した参加者は全体の 94％を占め、「今後の防災活動に

この講座の内容が活かせると思う」と回答した参加者は 84％であった。講座の内容に関する評価は高かっ

たものの、子育て世代など若い世代の参加者が少なかったことが課題と考える。 

 

(４)令和７年度以降の事業の方向性・改善策 

事業の方向性 現状維持  

令和６年度は、対象を区内在住・在勤、在学の方へ拡大したことにより、子育て世代や若い世代の参加が

可能となった。一方で、若い世代の参加者は依然として少なかったことから、令和７年度も対象者を限定せ

ずに募集を行い、子育て世代など若い世代の参加をさらに増やすための取組を検討する。加えて、講義型の

講座ではなく、ワークショップ等を用いた参加型の講座形式で実施できないか検討する。 
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取組項目⑨ 区民・地域に対する男女共同参画の啓発（５事業） 

指 標 令和 3 年度 令和 6 年度 令和 9 年度 令和 12年度 

社会全体で男女が平等になっていると

思う人の割合 

（男女共同参画に関する意識と生活実

態調査） 

計画  30.0％ 35.0％ 40.0％ 

実績 8.0％ 9.4％   

(１)成果と課題・分析 

「区民・地域に対する男女共同参画の啓発」に関する取組として、令和４年度から令和６年度にかけて、

「男女平等推進センター啓発講座」を延べ 15講座実施し、計 780人が受講した。また、男女平等推進セン

ターでは「情報・資料コーナー」において、男女共同参画関連図書の貸出や行政・地域資料の閲覧を行った

ほか、情報誌「ゆう Can」の発行等を通じた継続的な啓発活動を実施した。さらに、性的少数者への理解促

進を目的とした取組として、性的少数者の当事者による講演会を開催したほか、令和５年４月１日に「性の

多様性が尊重される地域社会を実現するための取組の推進に関する条例」を施行し、パートナーシップ制度

の運用を開始するなど、様々な施策を実施した。 

その結果、指標「男女共同参画に関する意識と生活実態調査」（以下「区調査」という）における「社会

全体で男女が平等になっていると思う人の割合」の令和６年度の実績値は、令和３年度と比較して 1.4ポイ

ント上昇した。また、区調査では、性別による固定的な役割分担に対して、「どちらかといえば反対」また

は「反対」と答えた割合が 84.6％となっており、この割合は過去の調査と比較して上昇していることから、

区民の男女共同参画の意識は着実に向上していると推察される。一方で、指標の実績値は計画値である

30.0％に達しておらず、大幅な開きがある。また、区調査では、男女平等推進センターの認知度は 10.4％、

利用したことがあると回答した割合は 10.7％にとどまっている。加えて、性的少数者について社会全体の

理解が「進んでいると思う」又は「どちらかといえば進んでいると思う」と回答した割合が 47.8％にとど

まっており、理解が十分に進んでいるとはいえない状況が続いている。 

これらのことから、区民・地域に対する男女共同参画の啓発に加え、性的少数者への理解促進をさらに進

めるため、継続的な取組が必要と考えられる。 

 

(２)取組項目の方向性・改善策 

「区民・地域に対する男女共同参画の啓発」をより効果的に進めるためには、男女平等推進センターの機

能強化が不可欠である。国では、令和７年６月 20 日に「独立行政法人男女共同参画機構法」が成立し、同

法に基づき地方公共団体の男女共同参画センターを支援する機能等が付与された「独立行政法人男女共同

参画機構」の設立が予定されており、国の男女共同参画に関する実施体制の強化が図られる。区においても、

男女平等推進センターの機能強化を図り、区民へのセンターの周知に取り組むとともに啓発事業の拡充に

ついて検討する。 

また、性の多様性に関する理解促進のため、継続的な啓発を行うとともに、区内の当事者等との意見交換

も行いながら、取組の改善を図る。パートナーシップ制度については、区調査の結果をはじめ幅広い区民等

の意見や、ジェンダー平等に関する審議会の答申を踏まえ、制度の見直しに向けた検討を進め、より充実し

た制度運用を図る。 

多様性が尊重される社会を実現するため、区民及び地域の男女共同参画に関する意識を高めていく。 

（３）取組方針３ 男女共同参画の意識づくりと多様性への理解を促進する（７事業） 

〈基本的な考え方〉 

性別等にかかわらず、一人ひとりが個性と能力を発揮できるよう、区民等に向けた性差に

関する固定観念等の意識改革と多様性に対する理解促進の取組を推進します。 
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28 男女平等推進センター啓発講座 男女共同参画担当 

(１)事業の概要 

男女平等推進センターの男女共同参画啓発講座について、区内で活動する地域団体や NPO法人等の企画・

運営により、ワーク・ライフ・バランスや女性の活躍推進等の多様なテーマ・内容で実施する。 

(２)計画と実績 

指標 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

①男女平等推進センター啓発講

座数 

②男女平等推進センター啓発講

座延参加者数 

計画 
①５講座 

②335人 

①５講座 

②424人 

①５講座

②402 人 

①５講座 

②532人 

実績 
①５講座 

②191人 

①５講座

②256 人 

①５講座 

②333人 
 

(３)令和６年度の成果と課題・分析 

「ワーク・ライフ・バランスや女性の活躍・健康」、「男性の家事・育児の促進」、「男女共同参画の意識づ

くり、性の多様性」の３つのテーマについて、講座実施団体を公募により５団体選定し、５つの講座を開催

した。前年度と比較して、児童青少年センター内のゆうホールや産業商工会館内の展示場など、大規模な会

場での開催が増加したことにより、参加者数は前年度より 77 人増加した。講座後に実施したアンケートで

は、参加者の９割以上が講座内容について「良かった」「期待通りだった」と回答しており、好評であった。   

しかし、参加希望者が定員を超える人気の高い講座がある一方、定員に満たず少人数での開催となった講

座もあった。区民にとってより魅力的な講座を提供し、より多くの方に参加していただくためには、講座実

施団体の募集方法や、講座の周知方法等について工夫をしていく必要がある。 

 

(４)令和７年度以降の事業の方向性・改善策 

事業の方向性 見直し  

令和６年度までは、男女平等推進センター以外を会場として多数の講座を開催していたが、令和７年度以

降は、原則として男女平等推進センターを会場として講座を開催し、センターの利用促進を図る。講座の企

画運営団体の募集にあたっては、新規団体が応募しやすく、区民の興味や関心を引き付ける多様なテーマや

内容の講座が実施されるよう、募集方法を検討する。また、より多くの方に参加いただけるよう、区広報、

チラシ、区内掲示板、LINE等の様々な広報媒体を活用して講座に関する情報を積極的に発信するとともに、

オンラインフォームの活用により講座申込手続の効率化を図る。 
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29 男女平等推進センターにおける情報・資料提供 男女共同参画担当 

(１)事業の概要 

男女平等推進センターの情報・資料コーナーにおいて、男女共同参画の意識を高めるための書籍の貸出や

資料提供を行う。また、情報・資料コーナーの活用が進むよう、スペースの整理や図書目録の見直し等に取

り組む。 

(２)計画と実績 

指標 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

情報・資料コーナー利用者数 

計画 2,600人 2,600人 2,600人 2,600人 

実績 2,637人 2,631人 2,403人  

(３)令和６年度の成果と課題・分析 

男女共同参画に関する時宜に沿ったテーマの書籍を年２回購入し、情報・資料コーナーの充実を図った。

また、新たに購入した書籍の情報を周知するため、男女平等推進センター情報誌「ゆう Can」（年２回発行）

に新着図書の案内を掲載したチラシを挟み込み、情報・資料コーナーの利用促進に努めた。加えて、令和６

年度は情報・資料コーナーの活用を促進するため、新たに書棚を増設し、図書の配置・展示方法を工夫した。  

しかし、情報・資料コーナーの利用者数は年々減少傾向にある。そのため、男女平等推進センターの認知

度を向上させるための取組を進めるとともに、情報・資料コーナー利用者数の増加につなげるための工夫が

必要である。 

 

(４)令和７年度以降の事業の方向性・改善策 

事業の方向性 見直し  

区民からのリクエスト等を参考にした図書の購入及び貸出を継続するとともに、図書の展示方法を工夫

するなど、より利用しやすい情報・資料コーナーとなるよう努める。また、男女平等推進センターを会場と

して啓発講座を開催する際には、講座の参加者が情報・資料コーナーを訪れたり、図書を借りるきっかけと

なるよう、案内や誘導の方法を工夫し、利用促進につなげていく。加えて、図書の貸出における利便性の向

上を図るため、図書館とのシステム連携について検討を進めていく。 
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30 男女共同参画啓発事業 男女共同参画担当 

(１)事業の概要 

固定的な性別役割分担意識を解消し、人権尊重を基盤とした男女共同参画を推進できるよう、区役所ロビ

ー展や男女平等推進センター情報誌「ゆう Can」のほか、広報紙やホームページ、SNS等の様々な媒体を活

用し、幅広く意識啓発を行う。 

(２)計画と実績 

指標 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

①情報誌「ゆう Can」発行 

②パネル展の実施 

計画 
①7,000部 

②１回 

①7,000部 

②１回 

①7,000部 

②１回 

①7,000部 

②１回 

実績 
①7,000部 

②１回 

①7,000部 

②１回 

①7,000部 

②１回 
 

 

 

(３)令和６年度の成果と課題・分析 

男女平等推進センター情報誌「ゆう Can」を年２回発行し、教育分野におけるジェンダーに関するテーマ

や「男女共同参画に関する意識と生活実態調査」の結果等を掲載した。「ゆう Can」は区立施設や区内の学

校等への配布、区ホームページへの掲載に加え、令和６年度から新たに LINE での配信を開始し、区民への

情報発信を行った。また、６月 23日から 29日の「男女共同参画週間」に合わせて、区役所１階ロビーでパ

ネル展示を開催した。展示では、男女平等推進センターの活動内容、性的少数者に関すること、ワーク・ラ

イフ・バランスの推進に関する情報等を紹介し、区民の男女共同参画に関する関心を高めるための取組を実

施した。 

 

(４)令和７年度以降の事業の方向性・改善策 

事業の方向性 見直し  

「ゆう Can」では、区の取組やジェンダー平等に関する様々なテーマ・内容を掲載し、男女共同参画社会

の実現に向けた意識づくりに役立つ情報を発信する。また、男女共同参画週間パネル展示に関しては、展示

内容の充実を図るとともに、スタッフを配置して来庁者への呼びかけを行うなど、より効果的な意識啓発が

実施できるよう取り組む。さらに、男女平等推進センターの認知度向上に向けた区民への周知や啓発事業の

拡充についても検討していく。 
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31 性的少数者に対する理解の促進 
総務課 

男女共同参画担当 

(１)事業の概要 

関係機関、民間団体と連携・協働し、人権問題の一つである性的少数者に対する差別や偏見が解消され、

多様な性について区民の正しい認識と理解が促進されるよう、講演会の開催等による啓発活動に取り組む。 

(２)計画と実績 

指標 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

啓発活動の実施 

（講座開催回数） 

計画 １回 １回 １回 １回 

実績 ０回 １回 １回  

 

 

(３)令和６年度の成果と課題・分析 

性的少数者の当事者による区民向け講演会を開催し、19 人が参加した。また、啓発リーフレット「レイ

ンボーガイドブック」を 3,000部発行し、区立施設への配架等を通じて区民への啓発を行った。加えて、性

的少数者を含むカップルを対象としたパートナーシップ制度を運用し、令和６年度は 18 組の届出を受理し

た。 

令和６年度「男女共同参画に関する意識と生活実態調査」では、「性的マイノリティへの社会全体の理解

は進んでいると思うか」との設問に対し、「進んでいると思う」又は「どちらかといえば進んでいると思う」

と回答した割合は 47.8％であった。この数値は令和３年度の調査と比較して７ポイント上昇しており、一

定の進展が確認された。しかし、理解が十分に進んでいるとはいえない状況が続いており、一層の理解促進

に向けた継続的な取組が必要である。 

 

(４)令和７年度以降の事業の方向性・改善策 

事業の方向性 見直し  

「杉並区性の多様性が尊重される地域社会を実現するための取組の推進に関する条例」に基づき、性的少

数者への理解促進に向けて、講演会の開催や啓発リーフレットの配布等を通じた啓発を継続して実施する。 

また、パートナーシップ制度に関しては、令和７年度から令和８年度にかけて対象者の拡大や手続のオンラ

イン化など、制度の見直しに向けた検討を進め、より充実した制度運用を図る。性的少数者の理解促進に向

けた取組においては、区内当事者等の意見も踏まえ、取組の改善に努めていく。 
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32 地域団体への男女共同参画の意識づくり 
男女共同参画担当 

地域課 

(１)事業の概要 

性別等により役割が固定化されることなく地域活動が展開されるよう、地域団体等に対し、すぎなみ協働

プラザとの連携による講座や情報発信等を通して、男女共同参画の意識啓発を図る。 

(２)計画と実績 

指標 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

啓発活動の実施 

（講座開催回数） 

計画 1回 1回 1回 1回 

実績 1回 1回 1回  

 

 

(３)令和６年度の成果と課題・分析 

すぎなみ協働プラザと連携し、町会や自治会など区内で地域活動を行っている団体等を対象に、講座「楽

しく地域活動をするためのヒント ～これってハラスメント？～」を開催し、22人が参加した。講座では、

ハラスメントの基礎知識についての講義に加え、ワークショップを実施し、参加者同士で意見を交換しなが

らハラスメントへの理解を深めた。講座後に実施したアンケートでは、「地域活動を想定した内容がとても

参考になった」、「ハラスメントについての理解が進んだ」といった感想が寄せられた。本講座を通じて、ハ

ラスメントのない地域活動について考えるきっかけを提供することができた。 

 

(４)令和７年度以降の事業の方向性・改善策 

事業の方向性 現状維持  

引き続き、講座の開催等を通じて、地域活動における男女共同参画の意識啓発を図る。地域活動に携わる

方に興味を持って参加いただけるよう、テーマや内容を十分に検討しながら講座を企画・実施していく。 
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取組項目⑩ 学校教育における男女共同参画の啓発（２事業） 

指 標 令和 3 年度 令和 6 年度 令和 9 年度 令和 12年度 

いまの学校のみんななら、協力して、全員が

通うことが楽しくなる学校をつくれると思

う児童・生徒の割合※１ 

（区立学校の児童・生徒を対象とした WEB

調査(杉並区「意識・実態調査」)）※２ 

計画  60.0％ 65.0％ 70.0％ 

実績 - 61.2％   

※１ 行動計画改定時の指標は『「学校生活で男女が平等になっていると思う児童・生徒の割合」（区立学校の児童・生徒を対象

とした質問紙調査による）』としていた。しかし、現在の学校現場では、性別に限らず、さまざまな背景や個性をもつ児童・

生徒が共に学んでいる。性の多様性に対する理解が進む中で、「男女」という二元的な枠組みだけで平等性を問うことは、

一部の児童・生徒にとって違和感や疎外感を生む可能性がある。そこで、性別にとらわれず、児童・生徒全体が協力し合い、

誰もが安心して楽しく過ごせる学校づくりに関する意識を問う調査へと変更することが、より現代的かつ教育的な意義をも

つと考え、調査項目を変更している。 

※２ 調査方法について、DX化により児童・生徒１人１台タブレット端末の活用を推進しているため、質問紙調査から WEB 調査

へ変更している。 

(１)成果と課題・分析 

令和６年度杉並区「意識・実態調査」の調査項目「いまの学校のみんななら、協力して、全員が通うこと

が楽しくなる学校をつくれると思う。」において、肯定的な回答「当てはまる」「どちらかといえば当てはま

る」を選択した児童（小学校第４学年から第６学年）及び生徒（中学校全学年）の割合を指標とした。校種

ごとに割合をみると、小学校は 62.3％、中学校は 59.7％である。 

杉並区立学校では、「自分の人権を守り、他者の人権を守るための実践行動がとれる子どもたちを育成す

ること」を目標として、様々な教科等を通して、人権教育を行っている。引き続き、各学校において人権教

育の全体計画及び年間指導計画などの指導計画を作成し、計画に基づいて人権教育を推進するとともに、評

価、改善を行うことが大切である。 

(２)取組項目の方向性・改善策 

東京都教育委員会から毎年配布される「人権教育プログラム（学校教育編）令和７年３月」を活用するこ

とで、教職員一人ひとりが人権尊重の理念を十分に理解するとともに、各学校が人権教育の目標を明確にし

て、学校として組織的・計画的に進めることができるよう指導・助言する。具体的には、区立学校・子供園

の教員を対象に外部講師を招へいした人権課題に関わる理解を深める研修を取り入れる。また、各校の年間

指導計画に基づいた効果的な研修となるように、多様な体験活動の事例を紹介したり、児童・生徒が人権課

題の理解と認識を深めることができるように効果的な学習教材の選定についての情報を紹介したりする。 
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33 学校における男女平等教育の推進 済美教育センター 

(１)事業の概要 

学習指導要領に基づき、指導内容の吟味と各教科等における学習内容の充実を図り、児童・生徒に対し

て、男女平等の観点に立った実践的態度の育成を図る。 

(２)計画と実績 

指標 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

学習指導要領に基づいた授業の

実施 

計画 全校実施 全校実施 全校実施 全校実施 

実績 全校実施 全校実施 全校実施  

(３)令和６年度の成果と課題・分析 

区立学校全校において、学習指導要領に基づき、各教科等のそれぞれのねらいを踏まえながら、男女平等

教育に関わる内容を取り上げて、社会科、家庭科などの教科で指導を行った。さらに、特別の教科 道徳、

外国語活動、総合的な学習の時間や特別活動の指導においても、児童・生徒が男女平等に関わる様々な課題

を把握し、判断する力を養うことができるようにするために、男女が互いに違いを認めつつ、個人として尊

重される男女両性の本質的平等の理念に立って指導する必要がある。 

 

(４)令和７年度以降の事業の方向性・改善策 

事業の方向性 現状維持  

区立学校全校において、男女平等に関わる人権課題「女性」や「性自認・性的指向」等について、あらゆ

る偏見や差別をなくし、人権課題に関わる差別意識の解消を図るために、教育の果たす役割が極めて重要で

あるとの認識に立って、男女平等教育を推進する。人権教育推進委員会、人権教育担当者連絡会等の教員向

けの研修では外部講師を招へいして、男女平等教育について正しく理解するとともに、各学校が男女平等教

育を学校教育全体を通して展開することができるよう支援する。 
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34 教職員に対する人権教育研修 済美教育センター 

(１)事業の概要 

東京都教育委員会が主催する人権教育研究協議会への参加や各種研修の受講を通して、教職員に対し、人

権を尊重する精神の涵養をより一層徹底する。 

(２)計画と実績 

指標 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

研修参加人数 

計画 295人 295人 306人 342人 

実績 299人 295人 339人  

(３)令和６年度の成果と課題・分析 

東京都教育委員会が主催する人権教育研究協議会への参加や各種研修の受講を通して、人権課題につい

ての正しい理解と認識を深め、人権教育の内容や方法について研究・協議を行うことにより、学校における

人権教育の推進を図ることができた。しかし、区立学校ごとに作成している人権教育全体計画や人権教育年

間指導計画を確認したところ、「普遍的な視点からの取組」「個別的な視点からの取組」の明示が十分ではな

かった。 

 

(４)令和７年度以降の事業の方向性・改善策 

事業の方向性 現状維持  

区立学校・子供園の教員を対象に外部講師を招聘した人権課題に関わる理解を深める研修を取り入れた

人権教育担当者連絡会を引き続き実施する。東京都教育委員会から毎年配布される「人権教育プログラム

（学校教育編）令和７年３月」を活用することで、教職員一人ひとりが人権尊重の理念を十分に理解すると

ともに、各学校が人権教育の目標を明確にして、学校として組織的・計画的に進めることができるよう指導・

助言する。 
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取組項目⑪ 女性に対する暴力を未然に防ぐ意識啓発、情報提供（３事業） 

指 標 令和 3 年度 令和 6 年度 令和 9 年度 令和 12年度 

DVに対する区民の認識（「大声で怒鳴る」

行為を DVと認識している区民の割合） 

（男女共同参画に関する意識と生活実

態調査） 

計画  88.0％ 91.0％ 94.0％ 

実績 85.1％ 88.2％   

 

(１)成果と課題・分析 

「女性に対する暴力を未然に防ぐ意識啓発、情報提供」について、DV（ドメスティック・バイオレンス）

に関する情報や相談窓口を周知するため、啓発リーフレットやカード配布、区内掲示板へのポスター掲示等

による情報提供に加え、パネル展示や女性を対象とした犯罪被害防止講座を開催するなど、区民への意識啓

発を継続的に実施した。また、若年層に対する意識啓発を目的として、学生向けの啓発カードを作成し、区

内の全中学校・高等学校へ配布したほか、区立中学校及び区内都立高等学校を対象にデート DV 防止出前講

座を開催するなど、意識啓発に取り組んだ。 

指標「男女共同参画に関する意識と生活実態調査」（以下「区調査」という。）における「『大声で怒鳴る』

行為を DVと認識している区民の割合」の令和６年度の実績値は、令和３年度と比較して 2.9 ポイント上昇

した。区調査では、「大声で怒鳴る」行為のような精神的暴力のみならず、身体的暴力や経済的暴力、性的

暴力等についても DVと認識している割合の上昇が確認され、区民の DVに関する理解が進むとともに、様々

な DVの形態に対する認識が広がっていることが推察された。一方で、DV等の相談先について「相談できる

機関・施設を知らなかった」と回答した区民の割合は 40.7％に上り、相談窓口の周知に課題が残っている

状況が明らかとなった。 

これらのことを踏まえ、今後も DV や性暴力等をはじめとした暴力に対する区民の認識向上に向けた意識

啓発を継続するとともに、相談窓口のさらなる周知に向けた取組の検討が必要と考えられる。 

(２)取組項目の方向性・改善策 

DV や性暴力をはじめとする暴力を未然に防ぐため、パネル展示や講座の充実を図り、区民への意識啓発

の促進を図る。また、学生時代から正しい知識を身につけることが重要であることから、学生向けの出前講

座や啓発活動を継続的に実施する。さらに、潜在的な被害者が相談につながりやすい環境を整えるため、区

立施設や医療機関等に DV の概要や相談窓口を記載した啓発カードやリーフレットを配布し、相談窓口の情

報を周知する。 

これらの取組を通じ、暴力防止に向けた意識啓発や情報提供を継続していく。 

 

  

（４）取組方針４ 女性に対するあらゆる暴力を根絶する（11事業） 

〈基本的な考え方〉 

配偶者等からの暴力（DV）による被害者の多くを女性が占めている実態から、女性に対す

る暴力の未然防止や相談支援の取組を推進し、地域社会全体に暴力を容認しない意識と行

動を促します。 
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35 配偶者等暴力防止啓発活動の推進 男女共同参画担当 

(１)事業の概要 

配偶者等からの暴力は重大な人権侵害であることの区民意識を高めるため、パネル展示、ポスターの掲

示、DV防止啓発カードの配布等による啓発活動を行う。 

(２)計画と実績 

指標 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

DV防止啓発カード配布数 

計画 25,000枚 27,000枚 27,000枚 24,000枚 

実績 27,000枚 27,000枚 24,000枚  

(３)令和６年度の成果と課題・分析 

DV 防止啓発カードの配布や区内掲示板等へのポスターの掲示を通じて、配偶者等による暴力防止に関す

る啓発活動を行った。令和６年度は区内医療機関の配布施設数が減少したことに伴い、DV 防止啓発カード

の配布枚数は減少したが、区立施設、区内医療機関、「母と子の保健バック」への封入など、様々な場を活

用してカードを配布し、DV に関する相談窓口の周知を行った。また、11月 12 日から 25 日の「女性に対す

る暴力をなくす運動」期間中には、区役所１階ロビーで DV 等に対する正しい理解を深めるためのパネル展

示を実施した。展示では、地域団体の協力を得て、女性に対する暴力根絶のシンボルである「パープルリボ

ンツリー」の飾り付けを行い、区民の意識啓発を図った。 

 

(４)令和７年度以降の事業の方向性・改善策 

事業の方向性 現状維持  

引き続き、DV 防止啓発カードの配布やパネル展示など、様々な機会を活用し、区民に対して配偶者等に

よる暴力に関する正しい理解の促進を図っていく。また、潜在的な被害者が相談につながるよう、引き続き

区立施設や医療機関等に DV 防止啓発カードを配布等し、相談窓口の周知を行う。 
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36 若年層に対する暴力防止教育の推進 男女共同参画担当 

(１)事業の概要 

交際相手等、親密な関係にある相手からの暴力であるデート DV の防止について、若年層に対する意識啓

発を進めるため、区内の中学・高校へ出張し、デート DV出前講座を実施する。 

(２)計画と実績 

指標 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

①デート DV防止啓発カード 

配布数 

②デート DV防止出前講座 

実施回数 

計画 
①7,000枚 

②４回 

①7,000枚 

②４回 

①7,000枚 

②４回 

①7,000枚 

②４回 

実績 
①9,000枚 

②２回 

①9,000枚 

②４回 

①7,000枚 

②３回 
 

(３)令和６年度の成果と課題・分析 

デート DV の概要や相談窓口が記載された学生向けの啓発カードを作成し、区内の全中学校・高等学校や

「二十歳のつどい」で配布し、学生への意識啓発を図った。また、交際相手等との関わり方やデート DV に

関する基礎知識を学ぶデート DV 防止出前講座の実施校の募集を行い、区立中学校２校と都立高等学校１校

で講座を実施した。講座後に実施したアンケートでは、約８割の生徒が講座内容について「よく理解できた」

と回答している。一方で、講座開催を希望する学校が固定化していることが課題として挙げられ、より多く

の学校で講座が実施されるよう、周知方法等の工夫が必要である。 

 

(４)令和７年度以降の事業の方向性・改善策 

事業の方向性 見直し  

配偶者暴力の根絶に向けて、学生時代から正しい知識を身につけるための教育や意識啓発が重要である。

そのため、啓発カードの配布やデート DV 防止出前講座を継続的に実施し、若年層に対する意識啓発を図っ

ていく。また、デート DV 防止出前講座については、令和６年度までは区立中学校及び区内都立高等学校を

対象として講座開催案内を送付していたが、令和７年度から区内の私立中学校及び高等学校にも案内を送

付することで、実施校の拡大に向けて取り組んでいく。 
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37 女性のための犯罪被害防止講座 男女共同参画担当 

(１)事業の概要 

女性をターゲットとした犯罪による被害を防ぐため、自らの心身を守るためにできること等を学ぶ講座

を開催する。 

(２)計画と実績 

指標 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

講座開催回数 

計画 １回 １回 １回 ２回 

実績 １回 １回 １回  

(３)令和６年度の成果と課題・分析 

令和６年度の講座は、講義と実践の２部構成で実施した。第１部では、DV やストーカーなど、主に女性

が狙われやすい犯罪被害を防止するための知識や具体的な対処法について講義を行い、第２部では、体の脱

力、正しい姿勢、リラックス方法を学び、危険な状況を回避するための護身術の基礎について、実践形式で

学んだ。参加者は幅広い年代にわたり、20代から 80代までが参加した。講座後に実施したアンケートでは、

参加者の９割以上が「良かった」「講座の内容を今後に活かせそう」と回答している。講義と実践的な内容

を組み合わせた形式が好評であったことを踏まえ、今後の講座企画の参考とする。 

 

(４)令和７年度以降の事業の方向性・改善策 

事業の方向性 拡充  

令和６年度の講座は定員を上回る応募があったため、令和７年度は開催回数を２回とする。また、受講対

象を女性に限定せず、誰でも「女性のための犯罪被害者防止」について学べる講座とするなど、アンケート

で寄せられた意見も参考にしながら講座内容を工夫及び検討する。 

  



- 63 - 

 

取組項目⑫ 配偶者暴力等に関わる相談体制の充実（４事業） 

指 標 令和 3 年度 令和 6 年度 令和 9 年度 令和 12年度 

DV被害者が公的機関に相談した割合 

（男女共同参画に関する意識と生活実

態調査） 

計画  30.0％ 40.0％ 50.0％ 

実績 19.5％ 20.7％   

※公的機関：公的機関（配偶者暴力相談支援センター、男女平等推進センター、福祉事務所、東京ウィメンズプラザなど）、警察、杉並区の

電話相談（すぎなみ DV 専用ダイアル）の合計値 

 

(１)成果と課題・分析 

「配偶者暴力等に関わる相談体制の充実」について、杉並区の DV に関する総合相談窓口であるすぎなみ

DV 専用ダイアルでは、被害者の安全確保と自立支援に向けて、相談者の状況に応じて、関係機関と連携し

ながら適切な支援に繋げられるよう取り組んだ。また、女性相談、家庭相談においても、様々な困難を抱え

る相談者の意思を尊重し、関係機関と連携しながら個々の状況に応じた相談支援に取り組み、必要に応じて

女性・母子の緊急一時保護を実施した。加えて、子どもと家庭の総合相談窓口である「ゆうライン」の電話

相談では、子ども自身の悩みや保護者からの子育て相談、児童虐待等の相談にきめ細かく対応するととも

に、状況に応じて関係機関との連携による支援を行った。その他、保健師の母子保健活動や虐待予防の取組、

相談支援業務を通して、暴力・女性問題を早期に発見し、相談に応じるなど、各機関で相談を受ける中で、

DV 被害者の早期発見に寄与し、相談者が置かれる状況や必要とする支援に応じて、関係機関と連携するこ

とで DV被害者の支援を図った。 

指標「男女共同参画に関する意識と生活実態調査」（以下「区調査」という。）における「DV被害者が公的

機関に相談した割合」の令和６年度の実績値は 20.7％にとどまり、公的機関へ相談せずに、必要な支援を

受けられない被害者の存在が懸念される。また、相談者が抱える悩みは多様化しており、被害により精神的

な不調を訴えるケースや児童虐待が併存するケース等も見受けられる。被害を潜在化させないために、保健

センターや子ども家庭支援センター等関係機関との連携をより一層強化し、DV 被害者の早期発見・早期支

援に努める必要がある。 

(２)取組項目の方向性・改善策 

潜在化しやすい DV 被害者が相談につながる機会を増やすため、すぎなみ DV 専用ダイアルの受付時間の

延長を行う。また、他区の相談状況等を踏まえ、被害者が相談しやすい環境整備について継続的に検討する。

併せて、DV 被害者を含む様々な課題を抱える相談者に対し、有用な情報提供や助言が行えるよう、研修等

の実施により相談対応力の向上を図る。さらに、保健センター、福祉事務所、子ども家庭支援センター等関

係機関との密接な連携を通じて、DV 被害者の早期発見に努めるとともに、必要な支援を迅速かつ効果的に

提供できる相談体制の整備に取り組む。 

これらの取組を通じ、配偶者暴力などに関する相談体制をより一層充実させ、被害者が安心して支援を受

けられる環境を目指していく。 
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38 DV専用ダイアル 男女共同参画担当 

(１)事業の概要 

配偶者やパートナーからの暴力に関する相談に対して、専門の相談員が一人ひとりの事情に配慮した相

談に応じ、関係機関と連携しながら適切な支援につなげる。 

(２)計画と実績 

指標 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

相談件数 

計画 ― ― ― ― 

実績 605件 673件 768件  

(３)令和６年度の成果と課題・分析 

令和６年度の「すぎなみ DV専用ダイアル」への相談件数は、電話が 475件、来所が 293件の計 768件で

あり、令和４年度以降増加傾向にある。相談内容は身体的 DVだけでなく、精神的 DVに関する相談など多岐

にわたり、専門の相談員が本人の意思を尊重しながらそれぞれの悩みに寄り添い、助言や必要な支援につな

ぐ等の対応を行った。 

内閣府の「男女間における暴力に関する調査（令和５年度調査）」によると、男性の約５人に１人が DV被

害を経験しているという結果が出ている。一方で、杉並区においては令和６年度「男女共同参画に関する意

識と生活実態調査」で、男性が DV 被害を誰かに相談した割合は 8.2%であった。DV 被害が潜在化しないよ

う、相談体制の充実を図るとともに窓口の周知にも努めていく必要がある。 

 

(４)令和７年度以降の事業の方向性・改善策 

事業の方向性 拡充  

潜在化しやすい DV 被害者が相談につながる機会を増やすため、DV 相談の受付時間を週１回３時間延長

し、午後８時までとする。区立施設に DV防止啓発カードを送付し、相談時間の延長についても周知を行う。

さらに、DV 被害者の安全確保及び自立支援に向けて、様々な問題を抱える相談者に対して有用な情報を提

供し、適切な支援につなげられるよう、相談員への研修の実施や関係機関との情報共有を行い、相談体制の

充実を図っていく。 
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39 あらゆる暴力・女性問題に対する相談 保健サービス課 

(１)事業の概要 

母子保健事業や保健師地区活動における相談支援を通して、暴力・女性問題を早期に発見し相談に応じる

とともに、関係機関と連携して対応する。 

(２)計画と実績 

指標 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

相談件数 

計画 ― ― ― ― 

実績 227件 171件 404件  

(３)令和６年度の成果と課題・分析 

保健師の母子保健活動や虐待予防の取組、相談支援業務を通して、暴力・女性問題を早期に発見し相談に

応じた。また、必要に応じて関係機関と連携して支援を行った。保健師が行うあらゆる相談業務の中での対

応で、主訴が別の内容であっても相談を進める過程で暴力の話が出てくることがある。保健師による相談支

援によって、暴力問題などの早期発見・早期対応が可能となっていると思われることから、引き続き保健師

の通常業務の中での取組が必要である。 

 

(４)令和７年度以降の事業の方向性・改善策 

事業の方向性 現状維持  

引き続き母子保健事業や保健師地区活動を通して、暴力・女性問題を早期に発見し、相談に応じるととも

に、関係機関と連携して対応する。 
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40 母子・女性・家庭相談 杉並福祉事務所 

(１)事業の概要 

ひとり親家庭や女性の生活全般、家庭内の問題等について、母子・父子自立支援員※、女性相談支援員、

家庭相談員等が相談に応じ、各制度や施策につなげるほか、関係機関と連携し効果的な援助を行う。 

※「母子・父子自立支援員」…ひとり親家庭の悩みや困りごとの相談を受け、自立に向け関係機関と連携して、適切な支援を実施。 

 

(２)計画と実績 

指標 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

相談件数 

計画 2,560件 2,560件 2,560件 2,560件 

実績 3,136件 2,831件 2,591件  

(３)令和６年度の成果と課題・分析 

令和６年度において、関係機関との連携、情報共有を図りながら相談者の意思を尊重して相談にあたり、

経済的、精神的な自立に向けた支援を行ってきた。母子・女性・家庭相談件数は、令和５年度と比較して減

少したが、今後も相談窓口の周知を図るとともに、多様な関係機関との連携をさらに強化し、適切な対応を

行っていく。 

 

(４)令和７年度以降の事業の方向性・改善策 

事業の方向性 拡充  

令和６年４月１日施行の「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」を踏まえ、様々な困難を抱え

る相談者の意思を尊重し、心身の状況等に応じた支援の充実を図っていく。複雑化・多様化した相談内容に

対応するため、関係機関との連携を強化する。特に、民間団体における女性支援は、その独自性、柔軟性に

より、各団体の専門性を生かした支援を実施していることから、協働支援の拡充について検討する。そのほ

か、若年女性や中年層単身女性など、相談窓口につながりにくい層に対して、情報や相談支援につながるた

めの支援策を検討し、早期発見・早期対応に努める。 
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41 子どもと家庭の相談 子ども家庭支援課 

(１)事業の概要 

子ども自身の悩みや保護者等からの子育てに関する悩み、面前 DV等の児童虐待に関する相談を受け付け、

関係機関と連携しながら、適切な支援につなげる。 

(２)計画と実績 

指標 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

相談件数 

計画 89,540件 81,590件 89,590件 121,590件 

実績 80,289件 84,406件 122,896件※  

※令和６年度の実績件数より、保健センターが支援している家庭の件数を含む。 

 

(３)令和６年度の成果と課題・分析 

子どもと家庭の総合窓口である「ゆうライン」の電話相談では、子ども自身の悩みや保護者からの子育て

相談のほか、即時に訪問対応が必要な児童虐待の可能性がある相談や、突然の来所相談など臨機応変に対応

した。 

 

 

(４)令和７年度以降の事業の方向性・改善策 

事業の方向性 現状維持  

「ゆうライン」の電話や面接による相談を通し、保護者や子どもの不安・悩み等の解消・軽減を図るほか、

児童虐待等に関する相談について、関係機関と連携しながら適切な支援につなげていく。 
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取組項目⑬ 配偶者暴力等被害者支援と各種連携の強化（４事業） 

指 標 令和 3 年度 令和 6 年度 令和 9 年度 令和 12年度 

DV被害を誰かに相談した被害者の割合 

（男女共同参画に関する意識と生活実

態調査） 

計画  24.0％ 27.0％ 30.0％ 

実績 21.4％ 21.3％   

 

(１)成果と課題・分析 

「配偶者暴力等被害者支援と各種連携の強化」について、配偶者暴力相談支援センターの運営を通して、

相談支援や一時保護施設等への入所支援を行い、被害者を適切な支援に結び付ける等の支援を行った。ま

た、住民基本台帳事務等の支援措置の実施にあたっては、すぎなみ DV 専用ダイアルや福祉事務所等の関係

機関と連携し、DV 被害者の安全確保に配慮した対応を行った。加えて、DV や性暴力等の被害者支援の着実

な推進を図るため、「女性に対する暴力」問題対策連絡会議を実施し、DV防止法改正に関する情報提供や支

援状況の共有、課題整理を行い、区関係各課のほか、東京都児童相談所、警察等関係機関との連携の強化を

図った。 

指標「男女共同参画に関する意識と生活実態調査」における「DV 被害を誰かに相談した被害者の割合」

の令和６年度の実績値は 21.3％にとどまり、令和３年度と比較して 0.1 ポイント減少した。指標を男女別

でみると、女性の相談した割合は 27.9％であるのに対し、男性は 8.2％にとどまり、男性からの相談が少な

い状況が見られた。様々な困難を抱える DV 被害者の存在が顕在化していることから、相談者の立場を理解

した上で支援を提供できるよう、関係機関との連携強化を図っていく必要がある。 

(２)取組項目の方向性・改善策 

DV 等被害者の安全確保および自立支援のためには、被害者の視点に立った切れ目のない支援を行うこと

が重要である。そのためには、関係機関がそれぞれの役割と機能を十分に果たすとともに、より一層連携を

強化することが求められる。令和６年４月１日施行の「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」を

踏まえ、様々な困難を抱える相談者の意思を尊重し、心身の状況等に応じた支援の充実を図っていく必要が

あることから、民間団体との協働支援の拡充についても検討する。また、DV 等被害者が必要な支援を受け

られるよう、住民基本台帳事務やその他の支援措置の実施にあたっては、被害者が安全かつ円滑に手続きを

進められるよう配慮しながら、適切な対応を図る。加えて、被害者一人ひとりが置かれている状況に応じた

適切な支援を行うため、「女性に対する暴力」問題対策連絡会議等を通じて必要な情報共有や課題検討を行

い、関係機関との連携強化を図る。 

これらの取組を継続することで、DV等の被害者支援体制の強化に向けて取り組んでいく。  
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42 配偶者暴力相談支援センターの運営 
男女共同参画担当 

杉並福祉事務所 

(１)事業の概要 

配偶者暴力相談支援センターの運営を通して、DV 被害を潜在化させることなく、相談を適切な支援につ

なげる。配偶者暴力相談支援センターの機能を充実させていく。 

(２)計画と実績 

指標 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

配偶者暴力相談支援センター 

担当者連絡会議開催回数 

計画 ３回 ２回 ２回 ２回 

実績 １回 １回 ２回  

(３)令和６年度の成果と課題・分析 

相談者の抱える悩みに応じて、情報提供や助言を行うとともに、警察等の支援関係機関と連携しながら、

被害者の安全確保及び自立に向けた支援を行うことにより、配偶者暴力相談支援センターの適切な運営に

努めた。DV 被害の潜在化を防ぎ、適切な支援につなげるため、配偶者暴力支援センター担当課である男女

共同参画担当と福祉事務所の各担当者間で被害者支援における情報共有や課題検討のため、担当者連絡会

議を行った。 

相談者が抱える悩みが多様化していることを踏まえ、DV 被害者が抱える課題に円滑かつ適切に対応でき

るよう、引き続き担当者連携会議等の実施を通じて、男女共同参画担当と福祉事務所間で密接に情報共有を

図る必要がある。 

 

(４)令和７年度以降の事業の方向性・改善策 

事業の方向性 現状維持  

DV 被害に遭われた相談者は、多様な背景や状況を抱えており、それぞれの事情に配慮した対応が求めら

れる。相談者一人ひとりの状況に応じて適切な支援を提供できるよう、担当者間での情報共有を行い、課題

を検討する機会を定期的に設けることで、配偶者暴力相談支援センターの機能強化を図っていく。 

また、DV 被害者の支援にあたっては、警察をはじめとする関係機関と連携しながら、DV 被害者及びその

関係者の安全確保に努めるとともに自立支援を行う。 
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43 
DV被害者等の安全確保とその他の支援措置 

区民課 
①住民基本台帳事務における支援措置 

(１)事業の概要 

DV 及びストーカー行為等の被害者の現在住所地が加害者に伝わらないよう、被害者からの申出により住

民基本台帳の閲覧等の制限を行う。 

(２)計画と実績 

指標 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

支援措置申出件数 

(新規・継続) 

計画 ― ― ― ― 

実績 975件 1,054件 1,138件  

(３)令和６年度の成果と課題・分析 

DV 等被害者の現住所地が相手方に伝わらないよう、申出により住民基本台帳の閲覧等の制限を行った。

支援措置申出件数は年々増加しており、制度についての認知度が上がっていることがうかがえる。 

 

(４)令和７年度以降の事業の方向性・改善策 

事業の方向性 現状維持  

引き続き DV 等被害者の住民基本台帳の支援措置制度の周知をするとともに、住民基本台帳の閲覧等の制

限を行うことにより、被害者支援を実施する。 
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43 
DV被害者等の安全確保とその他の支援措置 

国保年金課 
②国民健康保険における支援措置 

(１)事業の概要 

住民基本台帳事務における支援措置制度があってもなお、住民登録を変更することができない場合、また

は支援措置制度を利用している場合であっても加入中の医療保険被保険者証を使用すると居所判明の恐れ

があり、医療機関等の受診ができない場合、現在住所地等の確認ができれば、国民健康保険に加入できる取

扱いを行う。 

(２)計画と実績 

指標 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

DVを理由とした国民健康保険

の特例加入の実施 

計画 実施 実施 実施 実施 

実績 ７件 ８件 ６件  

(３)令和６年度の成果と課題・分析 

相談者の様々な事情をよく聞きとり、他の選択肢がないか検討した上で、必要な支援を行うことができ

た。 

 

(４)令和７年度以降の事業の方向性・改善策 

事業の方向性 見直し  

引き続き、支援を要する相談者へ寄り添い、必要な支援を行う。 

なお、令和５年に厚生労働省から発出された通知に基づき、配偶者等からの暴力を受けている被害者本人

の申出により被用者保険等の被扶養者から外れることが可能となったため、令和７年度から被用者保険等

他の医療保険と二重加入となっている場合は、被用者保険等他の医療保険を脱退した後に国民健康保険に

加入するように運用を変更した。 
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43 
DV被害者等の安全確保とその他の支援措置 

保育課 
③保育園入園における支援措置 

(１)事業の概要 

入園申込みに関しては、区に住民登録がなくても、被害者からの申立て等により居住の実態を確認し、ひ

とり親世帯に準じたものとして適切に対応する。なお、在園中は、日常の保育を通して保護者や児童の心身

の変化を感じとり、早期発見のため経過を注視し必要に応じて各関係機関と連携して対応する。 

(２)計画と実績 

指標 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

保育園入園における支援措置の

実施 

計画 実施 実施 実施 実施 

実績 実施 実施 実施  

(３)令和６年度の成果と課題・分析 

関係機関と連携しながら、住民登録の有無のみでなく居住の実態に着目し、保育所入所に必要な認定事務

を実施した。また、住民票等の提出困難な書類は求めず、代替書類での対応や丁寧な聞き取りにより状況の

把握に努めるなど、被害者の事情に沿った入園相談・申込受付に取り組み、保育所への早期入所に向けた支

援を適切に行った。 

 

(４)令和７年度以降の事業の方向性・改善策 

事業の方向性 現状維持  

DV 被害者等が保育所への入所を希望する場合、引き続き関係機関と連携しながら丁寧な入園相談・申込

受付を行い、保育所の早期入所に向けた支援を行う。 
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43 
DV被害者等の安全確保とその他の支援措置 

学務課 
④就学事務・就学援助における支援措置 

(１)事業の概要 

被害者の子どもの安全確保のため、加害者からの追及の危険が及ばないよう、区立小・中学校への入学、

転校、在籍状況等の適切な対応を図る。また、区に住民登録がない場合であっても、被害者からの申し立て

等により居住の実態を確認した上で、ひとり親世帯に準じた対応を進める。 

(２)計画と実績 

指標 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

就学事務・就学援助における支

援措置の実施 

計画 実施 実施 実施 実施 

実績 実施 実施 実施  

(３)令和６年度の成果と課題・分析 

DV 被害者の子どもの区立学校への入学、転校等に伴う学齢簿等の取扱いについて、通常の取扱いによら

ず、転入元、転出先の教育委員会事務局と連携し、適切な対応を図った。令和６年度は、DV避難の申出等を

受けて、14件に対応した。 

また、就学援助の認定においては、ひとり親世帯に準ずることにより、不利益となることがないように適

切な対応を行うものとし、令和６年度に、杉並区に住民登録がないが区立及び国公立小中学校に通い、就学

援助申請書等に DV避難と記載のある申請について、審査の結果、認定した件数は７件だった。 

 

(４)令和７年度以降の事業の方向性・改善策 

事業の方向性 現状維持  

DV被害者の子どもの安全確保、適切な就学に向けて、引き続き、子ども家庭支援センター、児童相談所、

各区市町村の教育委員会と連携を図り、DV 被害者等についての情報共有を行い、加害者からの追及の危険

が及ばないよう対応するほか、DV 被害者等の不利益とならないよう、就学事務や就学援助における支援措

置を実施していくこととする。 
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44 母子生活支援施設への入所等支援 杉並福祉事務所 

(１)事業の概要 

DV被害者や離婚・未婚の母子世帯に対し、子どもの養育・見守りのほか、住宅の確保が必要な場合に、福

祉事務所の母子・父子自立支援員と施設指導員が連携して生活や就業の援助を行う、母子生活支援施設への

入所を支援する。また、DV被害にあった母子世帯等に対し、緊急一時保護を行う。 

(２)計画と実績 

指標 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

入所世帯数 

計画 30世帯 30世帯 35世帯 35世帯 

実績 31世帯 34世帯 28世帯  

(３)令和６年度の成果と課題・分析 

施設の協力を得ながら児童の安定した養育環境を確保し、母子世帯の自立を目標として入所者とともに

自立支援計画を立て支援を行った。DV 被害、養育等の様々な困難を抱える母子世帯に対し、入所前から退

所後まで、心身の健康の回復や自立のための継続的な相談援助を行った。 

緊急一時保護件数は、近年横ばいで推移しており、DV 等の暴力被害を受けた母子世帯等のほか、住まい

を失った母子世帯等の一時保護も行った。 

 

(４)令和７年度以降の事業の方向性・改善策 

事業の方向性 現状維持  

困難な問題を抱える母子世帯にとって、母子生活支援施設への入所支援はセーフティネットとして重要

な役割を果たしている。母子世帯の安全確保及び自立促進のために、今後も事業を継続する。令和６年４月

１日施行の「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」を踏まえ、相談者及び入所者の意思を尊重し

た支援のため関係機関及び入所先施設との連携を強化していく。 
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45 各種関係機関・庁内関係各課との連携 男女共同参画担当 

(１)事業の概要 

「女性に対する暴力」問題対策連絡会議を定期的に開催し、各種関係機関と区が関連情報の共有と今後の

対応等に向けた意見交換を行う。 

(２)計画と実績 

指標 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

「女性に対する暴力」問題対策

連絡会議開催回数 

計画 ２回 ２回 ２回 ２回 

実績 ２回 １回 ２回  

(３)令和６年度の成果と課題・分析 

DVや性暴力等の被害者への支援体制の強化及び区の支援関係者間の連携強化に向けて、「女性に対する暴

力」問題対策連絡会議を年２回実施した。令和６年度は子ども家庭支援センター、福祉事務所、保健センタ

ー等の庁内関係各課のほか、区内警察署の委員が出席し、各機関における DV、性暴力等に関する若年層か

らの相談対応状況等について情報共有を行い、課題検討を行った。 

 

(４)令和７年度以降の事業の方向性・改善策 

事業の方向性 現状維持  

複合的な課題を抱える被害者へ対応できるよう、引き続き「女性に対する暴力」問題対策連絡会議を定期

的に開催する。会議において、DV や性暴力等の被害者の抱える課題を把握するとともに、各機関における

支援状況の共有及び意見交換を行うことで、DV等の被害者支援に関わる関係機関との連携強化を図る。 
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取組項目⑭ ひとり親家庭支援の充実（２事業） 

指 標 令和 2 年度 令和 6 年度 令和 9 年度 令和 12年度 

ひとり親家庭の相談件数 

（担当課調査） 

計画  5,000 件 5,000 件 5,000 件 

実績 5,330 件 4,017 件   

(１)成果と課題・分析 

相談内容は就労や住宅、母子生活支援施設への入所、家庭紛争など多岐に渡った。令和２年度と比較して、

相談件数は減少している一方、令和６年 10 月から開始した、オンラインで簡単な質問に答えることで、ひ

とり親家庭が利用できる手続きやサービスを調べることができる「ひとり親家庭手続きガイド」のアクセス

数は 1,256件あることから、ひとり親家庭支援のニーズは高いものと捉えている。 

(２)取組項目の方向性・改善策 

引き続き、オンラインによる「ひとり親家庭手続きガイド」の活用など、簡単にひとり親家庭支援サービ

ス等の確認等ができる取組を実施していく。また、母子・父子自立支援員等は、ひとり親家庭支援に関する

研修を積極的に受講し、相談支援体制の強化を図り、就労支援や生活支援、子育て支援などの相談者のニー

ズに沿ったきめ細やかな支援に繋げていく。 

 

  

取組方針５ 女性の健康と生活の困難を支援する（７事業） 

〈基本的な考え方〉 

妊娠・出産等の女性特有の健康問題の存在や、ひとり親家庭の多くが母子家庭である実態

を踏まえ、女性活躍を推進する観点から、女性の健康と生活の困難を支援する取組を推進し

ます。 
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46 ひとり親家庭ホームヘルプサービス 子ども家庭部管理課 

(１)事業の概要 

親の就労、就職活動または就学等で日常生活に支障をきたしているひとり親家庭に対して、家事や育児等

を行うホームヘルプサービスを提供することにより、ひとり親家庭の就労自立を側面から支える。 

(２)計画と実績 

指標 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

ひとり親家庭ホームヘルプ 

サービス利用世帯数 

計画 40世帯 30世帯 30世帯 30世帯 

実績 18世帯 23世帯 27世帯  

(３)令和６年度の成果と課題・分析 

ひとり親家庭相談において、相談者がおかれている状況を丁寧に聞き取り、事業が利用可能であれば積極

的に利用を促した。対象要件等を理由に事業が利用できない方に対しては、他のサービス等で代替できない

か確認し案内するなど、丁寧に支援した。また、ひとり親に係る手当の資格更新の際に、事業の案内を同封

するなど、周知を図った。 

 

(４)令和７年度以降の事業の方向性・改善策 

事業の方向性 現状維持  

引き続き、事業の周知に努めるとともに、相談者に対しては、積極的に利用を促し、ひとり親家庭の生活

の安定を図っていく。 
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47 ひとり親家庭相談 
子ども家庭部管理課 

杉並福祉事務所 

(１)事業の概要 

母子・父子自立支援員等が、ひとり親家庭の悩みや困りごとの相談を受け、自立に向け関係機関と連携し

て、適切な支援を実施する。 

(２)計画と実績 

指標 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

母子・父子自立支援員の相談件

数 

計画 5,000件 4,700件 5,000件 5,000件 

実績 4,068件 5,479件 4,017件  

(３)令和６年度の成果と課題・分析 

相談を受けた際は、相談内容に応じて関係機関と連携し丁寧に支援を行った。また、令和６年 10月から、

オンラインで簡単な質問に答えることで、ひとり親家庭が利用できる手続きやサービスを調べることでき

る「ひとり親家庭手続きガイド」を開始した。そのほか、オンラインでひとり親家庭に関する相談予約を受

け付けるなど、ひとり親家庭の利便性の向上に努めた。 

 

(４)令和７年度以降の事業の方向性・改善策 

事業の方向性 現状維持  

「ひとり親家庭手続きガイド」とオンラインによる相談予約の活用を図るため、それらを掲載している区

ホームページでの表示方法をわかりやすく改善するほか、引き続き、ひとり親家庭等の相談者に寄り添った

適切な助言や情報提供に努めていく。加えて、母子・父子自立支援員等は、各種の研修を積極的に受講して

専門性の向上に努め、相談支援体制の強化を図る。 
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取組項目⑮ 女性がいきいきと暮らせる健康づくり（４事業） 

指 標 令和元年度 令和 6 年度 令和 9 年度 令和 12年度 

杉並区女性の 65歳健康寿命 

（東京保健所長会方式） 

計画  87.3歳 87.8歳 88.2歳 

実績 86.7歳 86.7歳   

(１)成果と課題・分析 

国の「健康日本 21（第三次）」及び「東京都健康推進プラン 21（第三次）」の改定を踏まえ、ライフコー

スアプローチ（子ども・成人期・高齢者・女性）や社会環境の質の向上などの健康づくりの視点を取り入れ、

「杉並区健康医療計画」を作成した。 

(２)取組項目の方向性・改善策 

「杉並区健康医療計画」に基づき、誰一人取り残さない健康づくりの展開と、より実効性の高い取組を推

進するとともに、社会環境の質の向上を図り、病気になる前段階からの予防的な取組や ICTを活用した利便

性の高い取組などを講じていく必要がある。特に成人期と女性の健康づくり活動をより一層支援していく

ために、総合的な健康アプリの導入により、主体的な健康づくり活動を推進していく。また、女性のライフ

ステージに応じた健康課題をサポートするため、無料で相談できる LINE アプリを活用した健康相談窓口を

実施していく。 
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48 心の健康づくりの推進 
保健予防課 

保健サービス課 

(１)事業の概要 

近年、心の病気になる人が急増している状況に加え、感染症の蔓延等により生活様式や就労環境が大きく

変化したことにより、ストレスを抱え、心に変調をきたす人達の増加が予測されるため、心の健康に関する

講演会や保健センターで心の健康相談を実施する。また、うつ病対策としての出産前後の心の相談やうつ病

患者の家族支援のほか、自殺予防対策の取組を進める。 

(２)計画と実績 

指標 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

①心の健康づくりに関する

講演会開催回数・参加者

数 

②ゲートキーパー※養成講

座実施回数・参加者数 

計画 
①６回・－ 

②４回・150 人以上 

①６回・－ 

②４回・150 人以上 

①６回・－ 

②４回・150 人以上 

①6 回・－ 

②4 回・150 人以上 

実績 
①６回・104 人 

②７回・254 人 

①６回・125 人 

②７回・126 人 

①6 回・120人 

②7 回・230人 
 

※「ゲートキーパー」…自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応(悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につな

げ、見守る)ができる人のこと。 

 

(３)令和６年度の成果と課題・分析 

令和６年度は新たにゲートキーパーを 230人養成し、目標を達成した。社会情勢の変化に伴い、ストレス

を抱える方を早期発見し早期対応するために、自殺予防の取組を進めるとともに、心の健康づくりとして、

精神科医等による精神保健相談や講演会を行い、心の病気を防止する取組を推進した。 

 

(４)令和７年度以降の事業の方向性・改善策 

事業の方向性 現状維持  

社会全体のつながりが希薄化する中で、区民の心の健康保持に係る啓発活動を推進する。加えて、ストレ

スを抱える傾向の高い若年層や女性等に向けた支援の充実を図っていく。 
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49 特定不妊治療費の助成 健康推進課 

(１)事業の概要 

高額な治療費のかかる特定不妊治療に対し、経済的負担を軽減するため、医療保険が適用されない治療費

の一部を助成する。 

(２)計画と実績 

指標 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

助成件数 

計画 750件 1,141件 810件 500件 

実績 1,208件 415件 365件  

(３)令和６年度の成果と課題・分析 

令和４年４月から体外受精などの基本治療が全て保険適用となり、令和６年度をもって特定不妊治療費

助成事業は、終了したことから助成件数は減少傾向であるが、医療保険の適用外である先進医療に係る治療

費は、依然として経済的負担が大きいことから、特定不妊治療費（先進医療）助成事業は継続する必要があ

ると考えている。 

 

(４)令和７年度以降の事業の方向性・改善策 

事業の方向性 見直し  

医療保険の適用外である先進医療に係る治療費は、依然として経済的負担が大きいことから、特定不妊治

療費（先進医療）助成事業は継続する必要があると考えている。なお、令和７年６月より区民の利便性向上

を図り、申請数を増やすため、オンライン申請による受付を開始する。 
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50 不妊相談 健康推進課 

(１)事業の概要 

妊娠を望む夫婦が気軽に相談できる体制を整備するとともに、講座、認定専門看護師等の専門職による相

談を行い、不妊に対する正しい知識の普及啓発と不安軽減を図る。 

(２)計画と実績 

指標 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

相談件数 

計画 ― ― ― 100件 

実績 93件 62件 66件  

(３)令和６年度の成果と課題・分析 

不妊相談がいつでも気軽にできるよう LINEアプリを使って実施し、延べ 66件の相談につながった。オン

ラインによる基礎講座を実施し、不妊に関する正しい知識が得られる環境を整えた。 

 

(４)令和７年度以降の事業の方向性・改善策 

事業の方向性 拡充  

不妊治療に関するオンライン相談を実施してきたが、令和７年度より、これに加え、排卵障害（月経不順）

や PMS（月経前症候群）、更年期障害、骨粗しょう症などの様々な相談に応じていく。また、相談がしづら

いとされている予期せぬ妊娠や生理が来ない不安などの悩みにも対応していく 。さらに、これまで無料相

談回数の上限を３回としていたが、質問事項が多岐にわたる事やより丁寧に対応していくために、回数を無

制限とし、何度でも無料で相談できることとする。 
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51 子宮頸がん・乳がん検診 健康推進課 

(１)事業の概要 

女性特有のがんによる死亡率を下げることを目的に、がんの死亡率減少効果が科学的に証明されている、

国の指針に基づく子宮頸がん及び乳がん検診を隔年実施（２年に１回）する。 

(２)計画と実績 

指標 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

①子宮頸がん検診受診件数 

②乳がん検診受診件数 

計画 
①15,400件 

②14,200件 

①15,400件 

②14,200件 

①17,800件 

②14,200件 

①17,800件 

②14,200件 

実績 
①13,151件 

②11,915件 

①14,316件 

②12,472件 

①16,520件 

②12,397件 
 

(３)令和６年度の成果と課題・分析 

子宮頸がん検診について、令和６年度から新たに前年度の受診者を除く 20 歳代の女性を対象に、受診勧

奨を開始した。この取組により、令和５年度と比較し、子宮頸がん検診の受診者が 2,204 人増加した。ま

た、乳がん検診は、通常の検診に加え平日の受診が難しい方などを対象に、杉並保健所において（公財）東

京都予防医学協会の検診車を活用した検診を土曜日に３回（令和５年度から１回増）実施し、143人が受診

した。 今後も受診勧奨を工夫し、受診者の増加を図っていく必要がある。 

 

(４)令和７年度以降の事業の方向性・改善策 

事業の方向性 現状維持  

引き続き 20 歳代の女性への子宮頸がん検診の受診勧奨を実施するとともに、区広報、区ホームページへ

の掲載のほか、検診実施機関へのポスター掲示や区立施設でのリーフレットの配布に加え、SNSを活用した

啓発を行う。さらに、検診実施医療機関との連携を強化し、検診未受診の方には受診券シール申込ハガキが

付いたがん検診案内チラシを手渡すなど、未受診者への勧奨を強化し受診者の増加を図る。今後も更に多く

の女性に受診していただけるよう、一層の受診勧奨の強化について検討していく。 
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取組項目⑯ 女性の生活に関わる相談体制の充実（１事業） 

指 標 令和 2 年度 令和 6 年度 令和 9 年度 令和 12年度 

男女平等推進センター一般相談件数 

（担当課調査） 

計画  900件 950件 970件 

実績 822件 710件   

(１)成果と課題・分析 

男女平等推進センターにおいて、「一般相談」、「女性のための法律相談」及び「性的マイノリティ専門相

談（令和５年度から）」窓口を設置し、相談者が抱える多様な悩みについて相談を受け付けた。「一般相談」

では、家族や人間関係、生き方などの悩みについて相談を受け、令和４年度から令和６年度の３年間におい

て延べ 2,125件の相談があった。また、女性からの離婚、養育費、財産分与など、法的な助言が必要な相談

については、女性弁護士の面接相談による「女性のための法律相談」を案内し、延べ 268件の相談を受け付

けた。さらに、令和５年度からは、性的少数者の当事者やその家族が抱える悩みに対応するため、専門の相

談員による月１回の「性的マイノリティ専門相談」を開始し、令和６年度末までに延べ 15 件の相談を受け

付けた。 

相談内容は、家族や人間関係の問題、性自認に関する悩み、職場でのハラスメントなど多岐にわたってい

る。そのため、相談員の対応力向上など、さらなる相談体制の充実を図るとともに、相談窓口の認知度向上

に向けた取組が必要である。 

(２)取組項目の方向性・改善策 

区民がより相談しやすい体制を整えるため、令和７年度から「一般相談」の受付時間を週１回３時間延長

し、午後８時までとすることで相談体制の拡充を図る。また、相談者の抱える多様な悩みに対し適切に対応

できるよう、研修の実施などにより相談員の対応力向上を図る。さらに、相談窓口の認知度を向上させるた

め、区立施設へのリーフレット配布をはじめとする広報を継続的に行い、相談窓口の周知を図る。 

これらの取組を通じ、多様な悩みや課題を抱える方々に対し、有用な情報提供や助言を行い、誰もが気軽

に利用できる相談窓口を目指して継続的に取り組む。 

  



- 85 - 

 

52 男女平等推進センター相談事業 男女共同参画担当 

(１)事業の概要 

家族、生き方、人間関係、性的少数者について等の悩み全般について、専門の女性相談員が相談を受け、

ともに考える一般相談を実施する。また、離婚、養育問題等について女性弁護士による法律相談を実施す

る。 

(２)計画と実績 

指標 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

相談件数 

（一般相談・法律相談・性的

マイノリティ専門相談） 

計画 900件 900件 900件 900件 

実績 

一般：751件 

法律： 72件 

合計：823件 

一般：664件 

法律： 95件 

性的マイノリ

ティ：９件 

合計：768件 

一般：710件 

法律：101件 

性的マイノリ

ティ：６件 

合計：817件 

 

(３)令和６年度の成果と課題・分析 

男女平等推進センターでは、家族や人間関係、生き方などの悩みに対応する「一般相談」、女性弁護士が

離婚や養育費等の問題に関する相談を受ける「女性のための法律相談」、及び「性的マイノリティ専門相談」

を実施した。これらの相談事業を通じて、相談者が抱える様々な悩みに寄り添いながら情報提供を行った。  

一方で、令和６年度の「性的マイノリティ専門相談」の利用件数は６件にとどまり、相談事業の周知の工

夫について検討する必要がある。 

 

(４)令和７年度以降の事業の方向性・改善策 

事業の方向性 拡充  

令和７年度から一般相談の受付時間を週１回３時間延長し、午後８時までとする。これにより、就労され

ている方をはじめ、区民がより相談しやすい体制を整える。また、令和７年度は男女平等推進センターの相

談事業に関するリーフレットを改訂する。その際、年齢や性別に関わらず幅広い相談を受け付けていること

を記載するなど、内容の工夫を行い、相談窓口のより一層の周知に努める。 
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１ 特定事業主行動計画の推進 人事課 

(１)事業の概要 

次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法に基づき策定した特定事業主行動計画「ワーク・ライフ・

バランス推進プラン」に掲げた取組を推進し、目標及び指標の達成を図る。 

(２)計画と実績 

指標 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

①男性職員の出産支援休暇取

得率 

②男性職員の育児参加休暇取

得率 

③男性職員の育児休業取得率 

計画 

①100.0％ 

②100.0％ 

③30.0％ 

①100.0％ 

②100.0％ 

③30.0％ 

①100.0％ 

②100.0％ 

③30.0％ 

①100.0％ 

②100.0％ 

③30.0％ 

実績 

①78.1％

②78.1％ 

③56.3％ 

①82.1％ 

②67.9％ 

③81.8％ 

①65.1％ 

②66.7％ 

③63.5％ 

 

(３)令和６年度の成果と課題・分析 

①男性職員の出産支援休暇取得率は、令和４年度の 78.1％から令和６年度の 65.1％と減少（計画取得率は

未達成） 

②男性職員の育児参加休暇取得率は、令和４年度の 78.1％から令和６年度の 66.7％と減少（計画取得率は

未達成） 

③男性職員の育児休業取得率は、令和４年度の 56.3％から令和６年度の 63.5％と微増（計画取得率は達成） 

となっている。 

今後も安定的に高い取得率を維持していくためにも、取得率向上に向けた取組を継続・拡充する必要があ

ると考えている。 

 

(４)令和７年度以降の事業の方向性・改善策 

事業の方向性 拡充  

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成 27 年）」の成立を機に、杉並区では平成 28 年

４月に「杉並区職員子育て支援・女子活躍推進行動計画」、令和３年４月に「杉並区職員ワーク・ライフ・

バランス推進プラン」を策定した。 

現在の計画では、男性職員の配偶者支援と子育てへの参加促進対策として、次の（１）から（３）などの

対策を講じており、今後もこれらの対策を積極的に行い、更なる取得率実績の向上に努める。 

（１）男性職員が出産や育児に係る休暇や休業を取得することに対する組織全体の意識変革を行う。 

（２）男性職員に対して、出産や育児に係る休暇や休業を取得するよう積極的に働きかける。 

（３）長期間、出産や育児に係る休暇や休業を取得する場合には、代替職員を配置する等、職場の負担軽減

に努める。 

（６）計画の推進に向けて（５事業） 

〈基本的な考え方〉 

区は、区内事業所の模範となるよう、「特定事業主行動計画の推進」をはじめとする、区

役所における男女共同参画の取組を推進します。 
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２ 在宅勤務型テレワークの推進 人事課 

(１)事業の概要 

令和３年（2021年）３月からの試行実施結果を踏まえ、同年 12月より「在宅勤務型テレワーク」を本格

実施し、職員のワーク・ライフ・バランスの推進等を図る。 

(２)計画と実績 

指標 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

在宅勤務型テレワークの活用 

計画 実施 実施 実施 実施 

実績 1,596件 2,463件 2,759件  

(３)令和６年度の成果と課題・分析 

現在の区のテレワークについては、専用端末及び職員私有のパソコンから、一日あたり 300人を上限に実

施できる体制が整備されているが、令和６年度については、本格実施以降で最多の利用があった。さらに、

職員の多様な働き方を後押しするため、これまでは会計年度任用職員は種別一般のみテレワークの対象と

していたが、人材確保や職務内容等の観点から、会計年度任用職員（専門職）のうち事務区分「DX 推進担

当」を追加する拡大を行った。 

 

(４)令和７年度以降の事業の方向性・改善策 

事業の方向性 拡充  

令和７年 10 月の庁内ネットワーク等の情報インフラの再構築に合わせて、職員が常時使用するパソコン

からテレワークが可能となることから、ライフスタイルに応じたより柔軟な働き方が選択できるよう、他区

におけるテレワークの取扱いや、令和７年度に実施するエンゲージメント向上の取組等を踏まえながら、新

たな運用ルールを策定する。 

  



- 88 - 

 

３ ハラスメント防止体制の推進 人事課 

(１)事業の概要 

各課・各事務所に各種ハラスメントの相談員及び防止担当者を設置するとともに、研修等を通してハラス

メントに関する正しい理解促進を図る。 

(２)計画と実績 

指標 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

①ハラスメント防止に関する

研修開催回数 

②ハラスメント防止に関する

研修参加人数 

計画 
①２回 

②1,075人 

①２回 

②1,000人 

①２回 

②1,000 人 

①２回 

②300人 

実績 
①２回 

②927人 

①２回 

②997人 

①２回 

②179人 
 

(３)令和６年度の成果と課題・分析 

どのような行為がハラスメント行為に該当するか学ぶ機会とするとともに、部下への適切な指導方法等

を習得するための研修を実施した。ハラスメントに対する理解を深め、ハラスメント防止を組織的で恒常的

な取組にするため、継続して研修を行っていく。 

 

(４)令和７年度以降の事業の方向性・改善策 

事業の方向性 現状維持  

管理監督者や相談員のハラスメントに対する理解が深まるように、最新事例などを含めた研修内容とし

て、次年度以降も研修を行っていく。 
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４ 
男女共同参画意識の啓発と人材育成の推進 

人事課 
①職員研修の実施 

(１)事業の概要 

男女共同参画や人権問題に関する職員研修を実施する。 

(２)計画と実績 

指標 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

職員研修参加人数 

(新任研修等) 

計画 160人 200人 180人 287人 

実績 235人 256人 476人  

(３)令和６年度の成果と課題・分析 

男女共同参画や人権に関する必要な知識の習得を図るため、様々な人権問題の一つとして実施した。令和

６年度は通常の４・５月の新任研修（会計年度任用職員研修含む）に加え、８月の新任研修において、性の

多様性についても講義を実施したことから、受講人数が延べ 476人と大幅に増えている。 

 

 

 

(４)令和７年度以降の事業の方向性・改善策 

事業の方向性 現状維持  

地域や職場の課題を男女共同参画と人権尊重の視点で捉え、行動できる職員の育成を目指し、次年度以降

も新任研修等で知識の習得を図っていく。今後は、受講人数・計画改定等によっては内容・時間を見直すこ

とも検討していく。 
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４ 
男女共同参画意識の啓発と人材育成の推進 

男女共同参画担当 
②男女共同参画ニュースの発行 

(１)事業の概要 

「男女共同参画ニュース」を定期的に発行し、職員の意識啓発を行うとともに、男女共同参画の視点に立

った施策・事業の企画・立案・実施につなげる。 

(２)計画と実績 

指標 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

職員用情報誌 

｢男女共同参画ニュース｣ 

発行回数 

計画 ２回 ２回 ２回 ３回 

実績 １回 １回 ２回  

(３)令和６年度の成果と課題・分析 

区の施策が男女共同参画の視点を踏まえて実行されるよう、杉並区職員用男女共同参画情報誌「男女共同

参画ニュース」を発行した。令和６年度は、「男女共同参画に関する意識と生活実態調査」の結果や、令和

７年１月から設置した「ジェンダー平等に関する審議会」の審議経過等を掲載し、職員への意識啓発を行っ

た。 

 

(４)令和７年度以降の事業の方向性・改善策 

事業の方向性 拡充  

ジェンダー平等に関する取組は、区役所全体に関わる重要な課題であり、職員一人ひとりがその意義を理

解し、意識を向上させることが不可欠である。そのため、令和７年度は「男女共同参画ニュース」を３回発

行し、主に「ジェンダー平等に関する審議会」における議論やその内容を紹介する。今後も「男女共同参画

ニュース」の発行を通じた職員への意識啓発を継続していく。 
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５ 性的少数者に対する理解の促進 
総務課 

男女共同参画担当 

(１)事業の概要 

研修や情報提供を通して、職員の性的少数者に対する正しい認識と理解の促進を図る。 

(２)計画と実績 

指標 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

①職員専門研修参加人数 

②職員専門研修累計参加人数 

計画 
①80人 

②547人 

①80人 

②627人 

①80人 

②707 人 

①80人 

②787人 

実績 
①76人 

②418人 

①64人 

②482 人 

①62人 

②544人 
 

(３)令和６年度の成果と課題・分析 

性的少数者への正しい認識と理解を促進するため、職員研修「多様な性ってなんだろう？ ～すべての人

にとって安心・安全な地域づくり～」を開催し、62 人の職員が受講した。研修では、性的少数者の当事者

を講師として招き、基礎的な知識やライフヒストリー、各職場における具体的な取組例等についての講演を

行った。研修後に実施したアンケートでは、「具体的な対応方法や職員としての姿勢について学べた」、「こ

れまでの自身の対応を振り返り反省するきっかけになった」といった感想が寄せられた。一方で、「自身の

職場で性的マイノリティの理解が進んでいると思うか」という設問に対して、回答者の半数以上が「どちら

かといえば進んでいないと思う」又は「進んでいないと思う」と回答している。各職場における理解促進に

向け、継続的な取組が必要である。 

 

(４)令和７年度以降の事業の方向性・改善策 

事業の方向性 現状維持  

職員の性的少数者への正しい認識と理解を促進するため、性的少数者の当事者等を講師に招いた研修を

継続して実施する。 
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６ 杉並区男女共同参画推進区民懇談会委員の意見 
 

男女共同参画推進区民懇談会（令和 7年 12月 19日開催）でいただいた主なご意見とそれに対する区

の考え方を掲載しています。 
 

取組方針１ 家庭・職場における男女共同参画とワーク・ライフ・バランスを推進する 

主な意見 区の考え方 

取組項目１「男性の家事・育児への参画の促

進」について、区調査によると、男性の育児休

業取得率が大幅に上昇していることから、男性

の家事・育児への参画が進んでいると考えられ

ます。しかし、東京都の「男性の家事・育児実

態調査」（令和５年度）では男性の約８割が分

担に満足している一方、女性の半数以上が不満

と回答しています。この認識の差は大きな課題

であり、男性が「やっている」と思うことと、

女性が期待することの違いを分かりやすく解説

し、広く PRする必要があると思います。 

家族で家事・育児への参画に関する認識を共有できる

よう、区ではコミュニケーションをテーマとした講座の

開催や男女平等推進センター情報誌「ゆう Can」における

家事・育児に関する記事の掲載などの取組を行っていま

す。ご意見を参考に、今後も理解促進につながる取組を

進めてまいります。（男女共同参画担当） 

事業１「男性の家事・育児支援講座」で実施

している料理教室は定員を超える人気と記載さ

れています。こうした実践的な体験型ワークシ

ョップは、男性の家事・育児の参画を促進する

うえで、効果的だと思います。今後、この事業

を推進する中で、どのような改善が見られるの

か期待したいです。 

区としても料理教室は、家庭における男性の家事・育

児への参加を体験できる実践的な取組の一つと捉えてお

りますので、今後も工夫を重ねながら実施してまいりま

す。（男女共同参画担当） 

事業２「パパと遊ぼう」について、子どもの

年齢別の実施状況や交流効果を確認したいで

す。父親同士が交流できる場は重要であり、子

どもと遊びたいと思っていても遊び方が分から

ない父親にとって有意義だと思います。 

「パパと遊ぼう」は、概ね月 1 回、６か所の子ども・

子育てプラザで開催しています。１～３歳児を対象とし

たプログラムでは、親子で取り組む運動遊びを中心に実

施しています。０歳児を対象としたプログラムでは、親

子のふれあい遊びに加えて、父親同士の交流を促進する

時間を設けています。 

こうした取組により、プログラム終了後にも会話や挨

拶を交わす様子が継続して見られるようになるなど、こ

れまで赤ちゃんとの遊びやプログラム参加に不慣れであ

った父親同士の交流が深まっています。また、参加を重

ねる中で父親と職員との距離も縮まり、父親が積極的に

参加する姿も多く見られるようになりました。 

本事業を通じて、今後も父親の育児参画のさらなる促

進を図ってまいります。（児童青少年課） 
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主な意見 区の考え方 

取組項目２「安心して出産と子育てができる

環境の充実」について、成果と課題の分析で

は、保育や学童クラブの満足度は高い評価を得

ている一方、指標である「子育てが地域に支え

られていると感じる人の割合」が計画値に達し

ていないため、取組項目としての評価が低くな

っています。サービスの利用者からは高評価を

得ており、評価方法が硬直的ではないかと感じ

ます。 

また、「地域」の定義が曖昧で、行政サービ

スを指しているのか、近隣住民を指しているの

かによって評価は変わると思います。都市部で

ある杉並区においては、後者の場合は評価が下

がると考えられるため、地域の定義を明確にす

べきではないでしょうか。 

評価指標「子育てが地域に支えられていると感じる人

の割合」については、近隣住民とのつながりやコミュニ

ティによる支えの実感を把握するために設定しており、

行政サービスの評価とは目的が異なります。この指標は、

子育て家庭が地域社会との関係性を感じられるかどうか

を測るものであり、都市部ではつながりが希薄になりや

すいことから、課題が生じることは想定されています。

今後も、近隣住民との交流機会の創出や地域活動の支援

を強化し、安心して子育てできる環境づくりを進めてま

いります。（地域子育て支援課） 

男性の育休取得は進んでいますが、実際には

「男性が育休を取っても家でごろごろしている

だけ」という声もあります。事業３②「出産育

児準備教室」のパパママ学級で、男性の育休中

の体験談を共有する取組を行うことで、男性の

家事・育児への参画につながるのではないでし

ょうか。 

男性の育休中の体験談を共有する取組を行っていませ

んが、パパママ学級では、赤ちゃんとの１日をパパとマ

マがどのように家事育児の役割分担して過ごすのかをイ

メージする時間を設けています。また、沐浴やおむつの

替え方などの実習の時間もあり、具体的なイメージをつ

けられるような内容となっています。体験談の共有につ

いては、経験者の確保などの観点から難しいところもあ

りますが、今後の取組の参考とさせていただきます。（地

域子育て支援課） 

事業５④「子育て応援券事業」について、子

育て応援券の利用率は計画値の 35.0％を上回っ

ているものの、４割程度にとどまっています。

利用率が低いのは、広報やデジタル化だけの問

題ではなく、事業内容が子育て世代のニーズに

十分応えられていない可能性があると考えま

す。今後、利用者の意見を幅広く聴き、ニーズ

に合わせた事業内容の見直しを検討すべきだと

思います。 

資料に記載の応援券の利用率は、「年度内に利用された

額」を、「年度内に交付した額と年度初めに残っていた有

効期限内の額の合計」に対する割合で示しています。 

一方、応援券には有効期限（券種で異なり最長で３年

間）があり、期限までに利用された割合は令和２年度

67.9％、令和３年度 73.5％、令和４年度 70.6％です（令

和５年度以降は有効期限前のため未確定）。 

このように、有効期限までの利用率は、最終的に約７

割程度となっています。 

今後も、利用者アンケート等で寄せられた意見を反映

し、広報やデジタル化だけでなく、子育て世代のニーズ

に応じた事業内容の見直しを進めてまいります。（地域子

育て支援課） 

 

取組方針２ あらゆる分野における女性の参画を拡大する 

主な意見 区の考え方 

 取組項目８「男女共同参画に配慮した防災対

策の推進」を進めるため、女性だけで防災計画

を試作する機会を設けてはどうでしょうか。女

性だけで意見交換することで新しい視点が得ら

れると思います。 

ご提案のとおり、女性だけで意見交換を行う場を設け

ることは、避難所でのプライバシー確保や衛生用品の備

えなど、女性特有のニーズを把握するうえで有効な方法

と考えます。 

区では、地域防災計画の修正などに係る防災会議の中

で、学識経験者を含め複数名の女性を登用しており、専

門家の立場から、男女共同参画に配慮した意見を取り入

れております。今後も、より幅広い視点を取り入れる方

法を検討し、引き続き、女性の視点を踏まえた防災対策

を推進いたします。（防災課） 
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主な意見 区の考え方 

 女性用備蓄セットの整備などの取組を進めて

いるにもかかわらず、取組項目８の指標「女性

の視点が生かされていると感じる人の割合」が

51.0％にとどまっています。その理由を検討す

る必要があります。女性の視点には、女性に不

可欠な備品の確保だけでなく、障害者や子ど

も、高齢者への配慮など、より広い意味が含ま

れる可能性があります。「女性の視点」の定義

を明確にすることが必要だと考えます。 

「女性の視点が生かされていると感じる人の割合」が

51.0％とどまっている点については、課題として認識し

ています。区では、女性用備蓄セット（防犯ブザー、メ

イク落とし等）の整備や、女性の視点を取り入れた防災

リーダー養成講座の実施などの女性の視点を踏まえた取

組を進めています。今後も、引き続きこれらの取組につ

いてホームページや震災救援所運営連絡会などで周知を

行うなど、啓発活動により一層努めていくとともに、「女

性の視点」の定義についても改めて広く意見を聞き検討

していきたいと考えています。（防災課） 

 事業 26「防災会議における男女共同参画の推

進」について、防災会議の女性登用割合は増加

していますが、目標値は現在の 30.0％よりもさ

らに高く設定すべきだと思います。 

区では、防災会議委員委嘱の際に、女性委員の推薦を

促進したことで、令和６年度は前年度と比較して女性委

員が３名増加しました。 

現在の目標値については、国や都の指針を踏まえ設定

しています。いただいたご意見については、今後、国や

他自治体の動向を踏まえ、目標値設定の参考とさせてい

ただければと思います。（防災課） 

 事業 27「女性のための防災講座」について、

実施回数を増やすとともに、若い女性の参加を

促す工夫が必要だと考えます。デジタルの活用

や「子どもを守る視点」を取り入れる等、働く

女性や子育て世代が参加しやすいプログラムを

検討すべきです。 

本講座は、土曜日に設定し授乳室を用意するなどの配

慮を行っていますが、デジタルを活用しての周知啓発や

実施回数を増やすことも含めて参加しやすい内容を検討

してまいります。（防災課） 

 

取組方針３ 男女共同参画の意識づくりと多様性への理解を促進する 

主な意見 区の考え方 

ゆう杉並を利用する中・高校生の力を借りて

男女平等推進センターを活性化できないでしょ

うか。児童青少年センターとの複合施設である

特徴を生かした取組を検討すべきだと思いま

す。 

 児童青少年センターは、中・高校生が主体的に活動し、

自らの視点で社会や地域と関わることを目的としてお

り、運営においてもその理念を重視しています。そのた

め、直接的な連携や運営への関与は難しい場合がありま

すが、現在、男女平等推進センターの一部を中・高校生

が利用できる「学習コーナー」として開放し、交流の促

進を図っています。今後は、イベントの開催などを通じ

て、「ゆう杉並」を利用する中・高校生に男女平等推進セ

ンターへの関心を高めてもらえるよう努めてまいりま

す。（男女共同参画担当） 

事業 28「男女平等推進センター啓発講座」に

ついて、講座でセンターを訪れても、その後の

継続利用につながらない傾向があります。社会

教育センターでは講座後に「その後の会」をつ

くる取組があるため、男女平等推進センターで

も継続的な交流の場を設けることを講座の企画

団体に呼びかけてほしいです。また、講座の開

催にあたっては、若者の参加者を増やすため、

児童青少年センターとの連携も検討してもらい

たいです。 

ご意見を参考としながら、男女平等推進センターの継

続利用に繋がる取組を検討してまいります。 

また、若者の参加拡大に向けて、児童青少年センター

においてチラシ等による広報を実施するほか、LINE等の

SNSを活用した講座開催の周知にも努めます。（男女共同

参画担当） 
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主な意見 区の考え方 

事業 29「男女平等推進センターにおける情

報・資料提供」について、資料の貸出・返却は

センターのみで行われていますが、図書館との

システム連携を進め、中央図書館など区立図書

館でも資料の貸出予約や返却ができるようにし

てほしいです。これにより、情報・資料コーナ

ーの活用が促進されると思います。 

 男女平等推進センターの資料の貸出予約や返却を図書

館で行えるようにするためには、システム改修や運用面

で課題があり直ちに対応することは難しい状況にありま

すが、同様のご意見を少なからずいただいていることか

ら、関連部署と調整を進めているところです。（男女共同

参画担当） 

 

取組方針４ 女性に対するあらゆる暴力を根絶する 

主な意見 区の考え方 

 事業 No35「配偶者等暴力防止啓発活動の推

進」について、暴力防止には、家族や配偶者を

大切にする意識を育む機会を増やすことが重要

だと考えます。 

 配偶者等からの暴力は重大な人権侵害であり、区では

様々な啓発活動を行っているほか、「DV専用ダイアル」な

ど相談体制の充実を図っております。ご意見については

今後の参考とさせていただきます。（男女共同参画担当） 

 事業 36「若年層に対する暴力防止教育の推

進」について、デート DV防止講座の開催校が固

定化している状況を踏まえ、区内の私立中学校

や高等学校への拡大を検討すべきです。また、

中・高校生が集まる「ゆう杉並」の特性を生か

し、同施設での出前講座を実施することも効果

的と考えられます。 

 令和７年度から区内の私立中学校・高等学校にもデー

ト DV防止出前講座の開催案内を送付し、実施校の拡大に

向けて取り組んでおり、今後も継続的に働きかけを行っ

てまいります。ご意見については今後の取組の参考とさ

せていただきます。（男女共同参画担当） 

 

取組方針５ 女性の健康と生活の困難を支援する 

主な意見 区の考え方 

 取組方針５「女性の健康と生活の困難を支援

する」について、女性特有の事業は「子宮頸が

ん・乳がん検診」のみで、他の事業は男女共通

の内容だと思います。 

 区の行動計画では、女性活躍推進の観点から女性特有

の健康問題や母子家庭の実態を特に捉えておりますが、

ご指摘のとおり「健康と生活の困難」は、広く社会課題

であると認識しております。（男女共同参画担当） 

 

その他 

主な意見 区の考え方 

デジタル活用を強化すべきであると考えま

す。例えば、現在は対面による講座開催を通じ

て意識変容を促す事業が全体として多く見られ

ますが、対面方式のみでは十分とは言えませ

ん。そこで、オンライン配信などの DXを活用

し、誰もがいつでも視聴できる仕組みを整える

ことで、より多くの人に情報を効果的に届ける

ことができるのではないでしょうか。 

男女共同参画施策の推進においても、デジタル化は重

要な課題と捉えております。現在の取組としては、区の

公式 LINE を用いて男女平等推進センター情報誌「ゆう

Can」の配信や啓発講座の告知等を行っております。今後

も、ご指摘のオンライン講座の実施など、DXの活用につ

いて検討してまいります。（男女共同参画担当） 
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（ １ ） 杉 並 区 男 女 共 同 参 画 行 動 計 画 に お け る 各 事 業 の ジ ェ ン ダ ー 統 計 （ 令 和 ６ 年 度 実 績 ）  

 

取組方針１ 家庭・職場における男女共同参画とワーク・ライフ・バランスを推進する 

 取組項目② 安心して出産と子育てができる環境の充実 

事業番号・指標 R６実績 男性 女性 

５① ファミリー・サポート・センター会員数 1,050人 99人 951人 

５② 訪問育児サポーター利用人数 78人 ４人 74人 
 
 取組項目⑤ 就労支援の充実 

事業番号・指標 R６実績 男性 女性 

20 高等職業訓練促進給付金等支給者数 ９人 ０人 ９人 

 

 

取組方針２ あらゆる分野における女性の参画を拡大する 

 取組項目⑥ 事業所における女性登用の積極的推進 

事業番号・評価指標 R６実績 男性 女性 

21 管理職の職員数（管理職に占める女性職員の割合）※ 128人 98人 30人 

21 係長職の職員数（係長級に占める女性職員の割合）※ 903人 476人 427人 
 

※暫定再任用職員（フルタイム）、統括指導主事、指導主事、幼稚園教諭、小学校教諭及び中学校教諭である者を含む。 
  

 取組項目⑦ 意思決定過程への女性の参画促進 

事業番号・評価指標 R６実績 男性 女性 

23 審議会等の委員数（審議会等における女性委員の登用割合） 2,045人 1,277人 768人 

24 すぎなみちょこっトーク参加者数 

（無作為抽出により参加者を募集する区民意見交換会のほか、ワークシ

ョップ等に参加した女性の比率） 
17人 ８人 ９人 

 
取組項目⑧ 男女共同参画に配慮した防災対策の推進 

事業番号・指標 R６実績 男性 女性 

26 防災会議の委員数（防災会議における女性委員の登用割合）※１  33人 26人 ７人 

27 防災講座参加者数（女性向けの防災講座の開催回数）※２ 120人 19人 91人 

  ※１ 総委員数には、性別非公表 1 人を含む。 

 ※２ 防災講座参加者数の令和６年度実績には、性別不明 10 人を含む。 

 

取組方針３ 男女共同参画の意識づくりと多様性への理解を促進する 

取組項目⑨ 区民・地域に対する男女共同参画の啓発 

事業番号・指標 R６実績 男性 女性 

29 情報・資料コーナー利用者数 2,403 人 725 人 1,678 人 

 

取組項目⑩ 学校教育における男女共同参画の啓発 

事業番号・指標 R６実績 男性 女性 

34 教職員に対する人権教育研修 339人 165人 174人 

 

 

取組方針４ 女性に対するあらゆる暴力を根絶する 

 取組項目⑫ 配偶者暴力等に関わる相談体制の充実 

事業番号・指標 R６実績 男性 女性 

38 相談件数（DV 専用ダイアル） 768件 56件 711件 

 ※相談件数の令和６年度実績には、性別不明 1件を含む。 
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取組方針５ 女性の健康と生活の困難を支援する 

 取組項目⑭ ひとり親家庭支援の充実 

事業番号・指標 R６実績 男性 女性 

46 ひとり親家庭等ホームヘルプサービス利用世帯数 27世帯 ２世帯 25世帯 

47 母子・父子自立支援員の相談件数  4,017件  100件 3,917件 
 
 
 取組項目⑮ 女性がいきいきと暮らせる健康づくり 

事業番号・指標 R６実績 男性 女性 

50 不妊相談件数  66件 ４件 62件 

 
 取組項目⑯ 女性の生活に関わる相談体制の充実 

事業番号・指標 R６実績 男性 女性 

52 男女平等推進センター相談件数（一般相談） 710件 20件 690件 

 

 

計画の推進に向けて 

事業番号・指標 R６実績 男性 女性 

３  ハラスメント防止に関する研修参加人数 179人 118人 61人 

４① 職員研修参加人数（新任研修等） 476人 168人 308人 
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（２）杉並区における意思決定過程への女性参画状況 

１ 議会  
（令和７年４月１日現在） 

 総議員数※ 女性議員数 女性議員の割合 

区議会議員 48 24 50.0% 

 ※総議員数には、性別非公表１人を含む。 

  
２ 審議会等※ 

（令和７年４月１日現在） 

 委員会数 全委員数 女性委員数 女性委員の割合 

附 属 機 関 47 742 293 39.5% 

懇 談 会 等 43 1,398 557 39.8% 

合 計 90 2140 850 39.7% 
 

※令和６年度実績（事業№23）は、令和６年４月１日時点を基準日としているため、上記数値とは異なる。    
３ 職員（特別職を除き、暫定再任用フルタイム勤務職員を含む）※ 

（）内は暫定再任用職員（フルタイム）、統括指導主事、指導主事、幼稚園教諭、小学校教諭及び中学校教諭である者を除いた内数。（令和７年４月１日現在） 

 事務系 福祉系 技術系 技能系 合計 

管理職 

全体 
108 

（79） 

3 

（3） 

31 

（29） 

0 

（0） 

142 

（111） 

女性 
29 

（17） 

0 

（0） 

10 

（10） 

0 

（0） 

39 

（27） 

女性の割合 
26.9％ 

（21.5％） 

0％ 

（0％） 

32.3％ 

（34.5％） 

0％ 

（0％） 

27.5％ 

（24.3％） 

係長職 

全体 
489 

（425） 

201 

（180） 

156 

（146） 

52 

（47） 

898 

（798） 

女性 
205 

（180） 

153 

（136） 

75 

（72） 

6 

（6） 

439 

（394） 

女性の割合 
41.9％ 

（42.4％） 

76.1％ 

（75.6％） 

48.1％ 

（49.3％） 

11.5％ 

（12.8％） 

48.9％ 

（49.4％） 

一般職 

全体 
1,248 

（1,164） 

877 

（872） 

315 

（311） 

198 

（172） 

2,638 

（2,519） 

女性 
695 

（627） 

763 

（758） 

181 

（180） 

32 

（22） 

1,671 

（1,587） 

女性の割合 
55.7％ 

（53.9％） 

87.0％ 

（86.9％） 

57.5％ 

（57.9％） 

16.2％ 

（12.8％） 

63.3％ 

（63.0％） 

合 計 

全体 
1,845 

（1,668） 

1,081 

（1,055） 

502 

（486） 

250 

（219） 

3,678 

（3,428） 

女性 
929 

（824） 

916 

（894） 

266 

（262） 

38 

（28） 

2,149 

（2,008） 

女性の割合 
50.4％ 

（49.4％） 

84.7％ 

（84.7％） 

53.0％ 

（53.9％） 

15.2％ 

（12.8％） 

58.4％ 

（58.6％） 
 

※令和６年度実績（事業№21）は、令和６年４月１日時点を基準日としているため、上記数値とは異なる。 
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登録印刷物番号 

０７－００８８ 

 

杉並区男女共同参画行動計画 
～誰もが共に認め支えあい 

     いきいきと輝ける 杉並のまち～ 

― 令和４年度～令和 12年度 ― 

 

進捗状況調査報告書（令和６年度実績） 

令和８年２月発行 

   杉並区区民生活部管理課 

〒166-8570  杉並区阿佐谷南一丁目 15番１号 

℡（03）3312－2111（代表） 
 

☆杉並区のホームページでご覧になれます。https://www.city.suginami.tokyo.jp/ 

 

 


